
資料１

基本理念 わかりあい　みとめあい　ささえあう　　 ～みんな　しあわせ　安城市～

施策数 ○ △ × -
1 1-1 1-1-1 啓発・広報活動の推進 6 6 0 0 0

1-1-2 障害と障害者理解の促進 5 5 0 0 0

○ △ × 1-2 地域福祉の推進 1-2-1 地域福祉活動の推進 5 5 0 0 0
22 0 0 1-2-2 ボランティアの育成 2 2 0 0 0

100.0 0.0 0.0 1-2-3 ボランティア活動への支援 4 4 0 0 0
2 2-1 2-1-1 サービスの質の向上 3 3 0 0 0

2-1-2 訪問系・日中活動系サービスの充実 5 4 0 0 1
2-1-3 居住系サービスの充実 2 2 0 0 0
2-1-4 移動の支援 5 5 0 0 0

2-2 経済的支援 2-2-1 各種福祉手当の支給 2 2 0 0 0
2-2-2 各種助成制度や利用料の減免 3 3 0 0 0

2-3 2-3-1 スポーツ活動の推進 3 3 0 0 0
28 0 0 2-3-2 文化芸術活動の推進 3 3 0 0 0

100.0 0.0 0.0 2-3-3 参加しやすい環境づくり 3 3 0 0 0
3 3-1 3-1-1 防災対策の推進 8 7 0 0 1

3-1-2 緊急時の情報の発信 2 2 0 0 0

3-1-3
消費者トラブルの防止と救
済・交通安全教育の実施

2 2 0 0 0

16 0 0 3-2 3-2-1 人にやさしい施設の整備 3 3 0 0 0
100.0 0.0 0.0 3-2-2 住まいの充実 2 2 0 0 0

4 4-1 4-1-1 乳幼児健康診査等の充実 5 5 0 0 0
4-1-2 療育相談の充実 2 2 0 0 0
4-1-3 情報交換、協力体制の充実 3 3 0 0 0
4-1-4 療育体制の推進 3 2 0 0 1

4-2 4-2-1 統合保育・交流保育の推進 2 2 0 0 0
4-2-2 子育て支援の充実 4 2 1 0 1

4-3
4-3-1 教育相談等の充実 4 4 0 0 0

30 1 0 4-3-2 インクルーシブ教育システムの構築 7 7 0 0 0
96.8 3.2 0.0 4-3-3 進路指導の充実 3 3 0 0 0

5 5-1 5-1-1 雇用・就労の啓発・広報 4 4 0 0 0
5-1-2 雇用・就労の支援 4 4 0 0 0

5-2 福祉的就労の支援   4 4 0 0 0

17 0 0 5-3 5-3-1 相談支援体制の充実 3 3 0 0 0
100.0 0.0 0.0 5-3-2 創業・起業等の支援 3 2 0 0 1

6 6-1
6-1-1

生活習慣病予防とこころの
健康づくりの推進

3 3 0 0 0

　 6-1-2 介護予防の推進　 1 1 0 0 0
8 0 0 6-2 6-2-1 地域医療の促進 2 1 0 0 1

100.0 0.0 0.0 　 6-2-2 自立支援医療と医療費の助成 3 3 0 0 0
7 7-1 7-1-1 相談窓口の充実 4 4 0 0 0

7-1-2 情報提供の充実 5 5 0 0 0
7-2 7-2-1 意思疎通支援事業等の充実 4 4 0 0 0

7-2-2 ＩCＴへの対応 2 2 0 0 0
21 0 0 7-3 権利の擁護 7-3-1 障害を理由とする差別の解消の推進 2 2 0 0 0

100.0 0.0 0.0   7-3-2 権利擁護の推進 4 4 0 0 0
施策数 149 142 1 0 6

割合(%) 100 95.3 0.7 0.0 4.0

令和元年度分　第４次安城市障害者計画進捗結果  (計画期間　Ｈ２７～Ｒ２）
資料１

評価 ○：年度目標達成
△：実施中であるが達成せず
×：着手できず
－：令和元年度実績なし

分野 基本施策 推進施策

生活環境 安全・安心のまちづ
くり

啓発・広報 福祉のこころの啓発

上段：施策数
下段：割合(%)
実施施策

22
100

生活支援 生活支援サービスの
充実

スポーツ・文化芸術
活動の推進28

100

17 就労相談・情報提供
100

16 人にやさしいまちづ
くり100

療育・教育・子
育て

子ども発達支援の充
実

子育て支援の充実

インクルーシブ教育
の推進

31
100

雇用・就労 一般就労機会の拡大

意思疎通支援体制の
充実

21
100

保健・医療 障害の原因となる疾
病の予防

8 医療サービスの実施
100

相談・情報提供 相談・情報提供の充
実



元年度－の項目

NO 具体的内容 令和元年度の目標 令和元年度実施状況 備考

125

入院中の院内における支援の実施
知的障害等のある人が入院したとき
に、普段から障害のある人を理解して
いるサービス提供事業者が支援員を派
遣し、医療施設内での意思の疎通を図
るサービスについて、意思疎通支援事
業として実施します。

事業開始

平成30年度まで実績
がないため入院時コ
ミュニケーション支援
事業要綱はH31.3.31
付けで廃止。また、国
の制度(サービス)で
H30年度から代替で実
施。

必要に応じて設立支
援のための補助制度
の検討。

令和元年度について
実績はありません。

第６章　２　医療
サービスの実施

小中学校への介護員の派遣
安城市立の小中学校に在学する肢体
不自由の児童生徒が、学校生活におい
て、一時的に保護者の付添いができな
い場合は、介護員を派遣し、通学の維
持を図ります。

必要に応じて事業の
実施

平成30年度まで実績
がなかったため安城
市肢体不自由児童・生
徒介護員派遣事業実
施要綱をH30.11.1付け
で廃止。また、教育委
員会において同様の
要綱が整備・実施され
ている。

第４章　２　子育て
支援の充実

85

第５章　３　就労
相談・情報提供

119

小規模作業所等の設立支援
障害のある人の就労へのニーズに対応
するため、保護者、社会福祉法人、ＮＰ
Ｏ法人等による小規模作業所等の設立
に対して、空き店舗等の活用を含め、身
近な場所におけるサービス拠点の整備
を支援します。

令和元年度は、協議
の機会はありませんで
したが、必要に応じて
協議していきます。

第３章　１　安全・
安心のまちづくり

59

特定福祉避難所の機能の充実
専門性の高いケアが必要な人を受け入
れるため、特定福祉避難所に指定して
いる、障害福祉施設や特別支援学校に
対して、災害時に必要な物資の配備を
順次進め、災害に備えます。

必要な物資を順次配
備していく。

特定福祉避難所への
配備が完了したため
未実施。

第４章　１　子ども
発達支援の充実

79

（仮称）子ども発達支援センターの整備
早期療育を必要とする児童の増加や相
談機能の充実等に対応するため、療育
センター、サルビア学園を併せ、さらに
機能を高めた「（仮称）子ども発達支援
センター」の整備を推進します。

平成30年度整備完了 平成30年度整備完了

基本施策

第２章　１　生活
支援サービスの
充実

29

介護保険サービスの利用
介護保険事業者が指定障害福祉サー
ビスの提供ができるように、基準該当障
害福祉サービスの実施について、協議・
検討していきます。

①障害福祉サービス
が慢性的に不足する
場合に、基準該当
サービスが認められる
介護保険サービスに
ついて協議します。
②障害福祉課の求め
に応じ協議します。



施
策
数

完 拡 維 縮
未
-
継

未
-
終

廃

1 1-1 1-1-1 啓発・広報活動の推進 6 0 0 6 0 0 0 0

1-1-2 障害と障害者理解の促進 5 0 0 5 0 0 0 0

拡大 維持 縮小 他 1-2 地域福祉の推進 1-2-1 地域福祉活動の推進 5 0 0 5 0 0 0 0
0 22 0 0 1-2-2 ボランティアの育成 2 0 0 2 0 0 0 0

0.0 100.0 0.0 0.0 1-2-3 ボランティア活動への支援 4 0 0 4 0 0 0 0
2 2-1 2-1-1 サービスの質の向上 3 0 1 2 0 0 0 0

2-1-2 訪問系・日中活動系サービスの充実 5 0 0 5 0 0 0 0
2-1-3 居住系サービスの充実 2 0 1 1 0 0 0 0
2-1-4 移動の支援 5 0 0 5 0 0 0 0

2-2 経済的支援 2-2-1 各種福祉手当の支給 2 0 0 2 0 0 0 0
2-2-2 各種助成制度や利用料の減免 3 0 0 3 0 0 0 0

拡大 維持 縮小 他 2-3 2-3-1 スポーツ活動の推進 3 0 0 3 0 0 0 0
2 27 0 0 2-3-2 文化芸術活動の推進 3 0 0 3 0 0 0 0

6.9 93.1 0.0 0.0 2-3-3 参加しやすい環境づくり 3 0 0 3 0 0 0 0
3 3-1 3-1-1 防災対策の推進 8 1 0 7 0 0 0 0

3-1-2 緊急時の情報の発信 2 0 0 2 0 0 0 0

拡大 維持 縮小 他
3-1-3

消費者トラブルの防止と救
済・交通安全教育の実施

2 0 0 2 0 0 0 0

0 15 0 2 3-2 3-2-1 人にやさしい施設の整備 3 0 0 3 0 0 0 0
0.0 88.2 0.0 11.8 3-2-2 住まいの充実 2 0 0 1 0 0 0 1

4 4-1 4-1-1 乳幼児健康診査等の充実 5 0 0 5 0 0 0 0
4-1-2 療育相談の充実 2 0 0 2 0 0 0 0
4-1-3 情報交換、協力体制の充実 3 0 0 3 0 0 0 0
4-1-4 療育体制の推進 3 1 0 2 0 0 0 0

4-2 4-2-1 統合保育・交流保育の推進 2 0 0 2 0 0 0 0
4-2-2 子育て支援の充実 4 0 1 2 0 0 0 1

拡大 維持 縮小 他 4-3 4-3-1 教育相談等の充実 4 0 0 4 0 0 0 0
1 30 0 2 4-3-2 インクルーシブ教育システムの構築 7 0 0 7 0 0 0 0

3.0 90.9 0.0 6.1 4-3-3 進路指導の充実 3 0 0 3 0 0 0 0
5 5-1 5-1-1 雇用・就労の啓発・広報 4 0 1 3 0 0 0 0

5-1-2 雇用・就労の支援 4 0 0 4 0 0 0 0

拡大 維持 縮小 他
5-2 福祉的就労の支援   4 0 0 4 0 0 0 0

1 16 1 0 5-3 5-3-1 相談支援体制の充実 3 0 0 3 0 0 0 0
5.6 88.9 5.6 0.0 5-3-2 創業・起業等の支援 3 0 0 2 1 0 0 0

6 保健・医療 6-1
6-1-1

生活習慣病予防とこころの
健康づくりの推進

3 0 0 3 0 0 0 0

拡大 維持 縮小 他 　 6-1-2 介護予防の推進　 1 0 0 1 0 0 0 0
0 8 0 1 6-2 6-2-1 地域医療の促進 2 0 0 1 0 0 0 1

0.0 88.9 0.0 11.1 　 6-2-2 自立支援医療と医療費の助成 3 0 0 3 0 0 0 0
7 7-1 7-1-1 相談窓口の充実 4 0 0 4 0 0 0 0

7-1-2 情報提供の充実 5 0 1 4 0 0 0 0
7-2 7-2-1 意思疎通支援事業等の充実 4 0 0 4 0 0 0 0

拡大 維持 縮小 他 7-2-2 ＩCＴへの対応 2 0 0 2 0 0 0 0
2 19 0 0 7-3 権利の擁護 7-3-1 障害を理由とする差別の解消の推進 2 0 0 2 0 0 0 0

9.5 90.5 0.0 0.0   7-3-2 権利擁護の推進 4 0 1 3 0 0 0 0
施策数 149 2 6 137 1 0 0 3

割合(%) 100 1.3 4.0 91.9 0.7 0.0 0.0 2.0

意思疎通支援体制の
充実

21
100

障害の原因となる疾
病の予防

9 医療サービスの実施

100
相談・情報提供 相談・情報提供の充

実

実施施策

実施施策

18 就労相談・情報提供

100

17 人にやさしいまちづ
くり100

療育・教育・子
育て

子ども発達支援の充
実

子育て支援の充実

インクルーシブ教育
の推進33

100
雇用・就労 一般就労機会の拡大

22
100

生活支援 生活支援サービスの
充実

スポーツ・文化芸術
活動の推進29

100

実施施策

実施施策

実施施策

実施施策

第４次安城市障害者計画５年間評価後の今後の方針
資料１

方針 １：完了、２：継続（拡充）、３：継続（現状維持）、４：継続（縮小）、５：未着
手（実施に向け継続）、６：未着手（そのまま終了）、７：事業廃止

分野 基本施策 推進施策

生活環境 安全・安心のまちづ
くり

啓発・広報 福祉のこころの啓発

上段：施策数
下段：割合(%)
実施施策



次期計画への方向性（３：現状維持以外の施策）

NO 具体的内容 ５年間評価 次期計画への方向性

第５章　３
就労相談・情
報提供

119

小規模作業所等の設立支援
障害のある人の就労へのニーズに対
応するため、保護者、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等による小規模作業所等の
設立に対して、空き店舗等の活用を含
め、身近な場所におけるサービス拠点
の整備を支援します。

数年間補助制度の対象がない。
令和元年度も実績なし。

４：継続（縮小）

平成18年の障害者自立支援法施行
後、一定の要件を満たす小規模作業
所は法定事業実施が可能となったた
め、障害者福祉計画等に基づくサー
ビス見込み量を踏まえ、その後の障
害者総合支援法等に基づく事業に取
り組む法人等支援に移行。

２：継続（拡充）

ニーズが高まっており、支援員向け
の勉強会や事例検討を定期的に行
い、サービスの質をより充実させてい
く。また、放課後等デイサービス事業
や日中一時支援事業を含めて障害
児の事業を総合的に研究していく。

第５章　１
一般就労機会
の拡大

104

障害者雇用の促進
特例子会社の設置の普及、就労継続
支援Ａ型の新規事業者の参入促進を
図る等、新しい形の就労の場の拡大に
努めます。

自立支援協議会担当者会、ハ
ローワーク等と連携し、一般就
労、福祉的就労の促進に努め
た。就労定着には課題が多い。

２：継続（拡充）

障害のある人の一般就労の促進と、
福祉的就労の充実に引き続き努め
る。

第４章　２　子育
て支援の充実

86

放課後等デイサービスの充実
放課後等デイサービスについては、
ニーズに対応するため、新規事業者の
参入を促進し、質の充実と量の確保を
図ります。

自立支援協議会児童担当者会
が支援員のスキルアップを目的
とした勉強会や事例検討を行
い、サービスの質、量が充実した
ため、利用日数が倍増している。

１：完了

第４章　２　子育
て支援の充実

85

小中学校への介護員の派遣
安城市立の小中学校に在学する肢体
不自由の児童生徒が、学校生活にお
いて、一時的に保護者の付添いができ
ない場合は、介護員を派遣し、通学の
維持を図ります。

平成30年度まで実績がなかった
ため安城市肢体不自由児童・生
徒介護員派遣事業実施要綱を
H30.11.1付けで廃止。しかし、教
育委員会において同様の要綱が
整備され実施されている。

７：事業廃止と他の制度による取り組
みの継続

教育委員会の平成28年４月１日施行
「安城市スクールアシスタント配置事
業実施要綱」により実施。

第４章　２　子育
て支援の充実

79

（仮称）子ども発達支援センターの整備
早期療育を必要とする児童の増加や
相談機能の充実等に対応するため、
療育センター、サルビア学園を併せ、さ
らに機能を高めた「（仮称）子ども発達
支援センター」の整備を推進します。

Ｈ30整備完了

１：完了

18か所の特定福祉避難所へ必要な
備蓄を配備した。

第３章　２　人に
やさしいまちづく
り

68

リフォームヘルパー派遣事業の実施
リフォームヘルパーを派遣し、相談や
専門的なアドバイスを行う等、障害の
ある人へ適切な住宅改修ができるよう
支援します。

人にやさしい住宅リフォーム助成
事業を利用しやすい制度に見直
し、令和元年度をもってリフォー
ムヘルパー派遣事業を廃止しま
した。

７：事業廃止

「在宅重度身体障害者住宅改修費
給付事業」の手続きを簡素化するこ
とにより、リフォームヘルパーの派遣
事業を廃止した。

第３章　１　安
全・安心のまち
づくり

59

特定福祉避難所の機能の充実
専門性の高いケアが必要な人を受け
入れるため、特定福祉避難所に指定し
ている、障害福祉施設や特別支援学
校に対して、災害時に必要な物資の配
備を順次進め、災害に備えます。

18か所ある特定福祉避難所へ
必要な備蓄を配備した。

２：継続（拡充）

包括と相談、病院、行政との連携・連
絡を強化する。

基本施策

第２章　１　生活
支援サービスの
充実

23

サービス提供事業者間の連携
自立支援協議会においてサービス提
供事業者間の連携を図り、サービスの
質の向上に努めます。

自立支援協議会の各担当者会
の活動を通じ、事業者間の連携
を深めることができた。

第２章　１　生活
支援サービスの
充実

32

地域生活支援拠点の整備
グループホーム等の居住支援機能と、
短期入所系サービス、相談支援等地
域支援機能の一体的な整備を図ること
により、地域生活支援の拠点づくりを
進め、障害のある人の入所施設・病院
からの地域生活への移行、親元から
の自立を支援します。

令和元年度までに面的整備をお
こなったが、周知不足等により体
験の機会・場の利用率が低い。

２：継続（拡充)

現在の拠点が精神に特化しているた
め、他の障害でも利用できる機能の
検討を行い方針を決める。



NO 具体的内容 ５年間評価 次期計画への方向性基本施策

成年後見支援事業の実施
身寄りがない等当事者による申立てが
できない場合は、市が代わって法定後
見（後見・保佐・補助）開始の審判の申
立てを行います。また、社会福祉協議
会では、成年後見制度の啓発や相談
を行うほか、低所得者のための法人後
見を行います。

必要とする人が成年後見等を受
けられるよう支援を行った。高齢
化や家族の形の変化により、今
後より一層ニーズが高まると考
えられる。

２：継続（拡充）

国の成年後見制度利用促進基本計
画の趣旨を踏まえ、成年後見制度利
用促進を図るために必要な施策を講
ずる。

障害者手帳の交付時や窓口で
の相談の際、ガイドブック等を配
布し、福祉サービスの周知を
行った。

２：継続（拡充）

引き続き事業を継続し、各種福祉
サービスの周知に努める。安城市民
向けのガイドブックを作成し、より安
城市民にわかりやすい案内が可能
にできるよう努める。

第６章　２
医療サービス
の実施

125

入院中の院内における支援の実施
知的障害等のある人が入院したとき
に、普段から障害のある人を理解して
いるサービス提供事業者が支援員を
派遣し、医療施設内での意思の疎通を
図るサービスについて、意思疎通支援
事業として実施します。

平成30年度まで実績がないため
入院時コミュニケーション支援事
業要綱はH31.3.31付けで廃止。
また、国の制度(サービス)でH30
年度から代替で実施。

７：事業廃止と他の制度による取り組
みの継続

平成３０年度障害福祉サービス等報
酬改定により、障害支援区分６の者
については入院中も「重度訪問介護
サービス」においてコミュニケーション
支援も行うことができるようになった
ため、制度の周知に努める。

第７章　３
権利の擁護

147

第７章　１
相談・情報提
供の充実

137

ガイドブック等の作成・配布
障害のある人に関わるさまざまなサー
ビス、制度等についてまとめたガイド
ブックやサービス事業者マップを作成
し、配布します。



第４次安城市障害者計画の進捗報告（令和元年度進捗及び５年間の総括）

元年度評価
○：年度目標達成
△：実施中であるが達成できず
×：着手できず
－：Ｒ元年度実績なし

分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

広報等を通じて障害者週間をＰ
Ｒし、住民の理解・啓発を図
る。

・12/7日アンフォーレ屋内外で
あんぷくまつりを開催。障害者
福祉施設の生産した商品の販
売、セロテープアート講座、ス
タンプラリー、就労講演会等を
同時実施、啓発に努めた。
・庁内広告モニターにて差別解
消等の周知動画を放映した。

○

あんぷくまつりは実施ありきの側
面もあったが、障害者のＰＲに一
定の役割を果たした。市役所の庁
内に設置された広告モニターな
ど、新たな手段も活用し啓発を
行った。

障害に対する理解の促進、差別や
偏見の解消は一朝一夕に進むもの
ではないため、定期的に行う広報
あんじょうなど様々な媒体を活用
した情報発信、研修、行事等の機
会をとらえて、引き続き広報・啓
発活動に努める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

広報へ特集記事の掲載すること
により住民への理解、啓発に努
める。

相談支援や車いす移送車の紹介
記事等で障がい者支援に関する
啓発を行った。

○

社協だよりを全戸配布（広報あん
じょう折込）することにより、広
く市民に啓発した。記事に障害者
本人を取り上げる場合、プライバ
シーの問題がある。記事として取
り上げにくいので、工夫が必要と
考える。

社協だよりの全戸配布を継続し、
広く啓発していく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

手帳取得者に対し、各団体のＰ
Ｒチラシを配布する。

新規手帳取得者にＰＲチラシを
配布できた。

○

各団体の紹介・加入案内チラシは
見直しの頻度が低かったため、数
年間同じ内容を配っていたりし
た。

障害者団体にチラシの見直し等を
依頼しながら、引き続き窓口等で
の配付を通じ、団体の活動を周知
する。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

障害者団体のリーフレット等を
福祉センターの窓口等に設置す
る。

身体障害者福祉協会等の複数の
団体のパンフレット、活動チラ
シを配置した。

○

パンフレット等の配置で市民への
周知が継続的にできた。他のチラ
シ等が多い中で、設置場所の確保
を続けていく必要がある。

パンフレット、チラシの設置を継
続して実施する。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

出前講座の実施

ボランティア連絡協議会が作成
した災害時要援護者サポート
ブックを活用した出前講座を開
催しました。

○

災害時要援護者サポートブックを
活用した出前講座等を含め、障害
サービスや障害の理解、差別解消
に係る出前講座を実施した。

出前講座等を継続して実施し、障
害者理解の促進に努める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

地区社協だよりの発行や勉強会
を開催する。
ボランティア連絡協議会による
要援護者サポートブック出前講
座の支援とPRの機会提供に協力
します。

地区社協だよりの発行や地域共
生社会をテーマとした講演会等
を開催した。

○

地区社協だよりは、発行を継続で
きたが、その性質上、地域福祉活
動の紹介を通じた啓発に重点が置
かれるため、障害者理解を明確な
テーマとして掲げることは難し
い。地域共生社会をテーマとした
講演会等を開催した。

地区社協だよりの発行や地域共生
社会をテーマとした勉強会の開催
を継続する。ただし、広報紙を通
じて障害者理解の促進を図ること
に関しては、市単位での広報が効
果的であるため、No.1の取組に含
めることが望ましいのではない
か。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№4

グループホームの整備への理解促進
市と事業者が連携し、グループホームの整
備について地域の理解と協力を促進しま
す。 施設整備計画に基づき、関係事

業者へ働きかける。

元年5月に社会福祉施設等施設整
備事業(障関係施設分)の整備計
画照会し、計画する事業者の補
助申請を支援した。その中から
社会福祉法人の児童発達支援セ
ンターの建設計画が県に採択さ
れ、国の審査にかけられてい
る。

○ ○

障害者福祉施設建設に際し、国・
県の補助を求める社福法人・ＮＰ
Ｏ法人等の支援を行った。建設に
は事業者の負担が発生するため、
事業等と連携して整備する必要が
ある。

障害福祉計画に基づくサービス見
込み量を踏まえ、グループホーム
等不足する施設等について、事業
者と連携し整備に努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

広報等による住民の理解・啓発
市や社会福祉協議会の広報紙、ホームペー
ジ等を通じて、障害者福祉に関わる各種情
報の提供を行い、障害のある人とその障害
特性に対する住民の理解・啓発を推進しま
す。また、障害者権利条約の批准、障害者
基本法の改正や障害者差別解消法の制定等
障害者関連法の内容や、それらの基本的な
考え方となっている障害を理由とした差別
の禁止や合理的配慮、インクルージョン等
についても広報・啓発活動に努めます。

障害者団体の活動の周知
障害者団体の活動を活性化させるため、団
体のリーフレットを配布し、その活動等の
周知に努めます。

社会福祉協議会等と連携した障害者理解の
促進
地区社会福祉協議会が行っている地域住民
に向けた「地区社協だより」の発行や勉強
会の開催等により、障害者理解の促進に努
めます。また、ボランティア連絡協議会が
作成した災害時要援護者サポートブックを
活用した出前講座を開催します。

№1

№2

№3

１
　
福
祉
の
こ
こ
ろ
の
啓
発

(1)
啓
発
・
広
報
活
動
の
推
進

評価
１：完了、２：継続（拡充）、３：継続（現状維持）、４：継続（縮
小）、５：未着手（実施に向け継続）、６：未着手（そのまま終
了）、７：事業廃止

第
１
章
　
啓
発
・
広
報



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

№5

障害者週間の周知
広報等を通じて、12月３日から12月９日ま
での「障害者週間」の周知をします。併せ
て、障害に対する正しい知識や思いやりの
こころを育む記事を掲載し、障害のある人
とその障害特性の理解の推進に努めます。

広報へ特集記事の掲載
広報を通じて、「障害者週間」
の周知を行った。

○ ○

障害者福祉に対する関心と理解を
深めるため、「障害者週間」の周
知を広報等で行う他、あんぷくま
つり等を催した。

障害者週間等様々な機会を捉え、
障害者福祉に対する理解を深める
取り組みを継続して実施する。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№6

障害者マークの普及
「耳マーク」「ハートプラスマーク」等、
障害のある人に関するマークが正しく理解
され、適切な配慮や支援が行われるよう
ホームページ等で周知を図ります。また市
の受付窓口に「耳マーク」等を配置し、対
応窓口であることを示します。

必要に応じてホームページを修
正し周知に努める。

３０年度から開始したヘルプ
マークの配布は、３１年度から
市内福祉センターでも行うよう
になった。また市公式サイト内
障害福祉課担当のページで「障
害者に関する主なマーク」を引
き続き周知啓発している。

○ ○

令和元年に実施したeモニターア
ンケートにおける「耳マーク」、
「ヘルプマーク」の認知度はいず
れも約53％で、さらに認知度を高
める必要がある。

ホームページ等を活用し、障害者
福祉に対する理解を深める取り組
みを継続して実施する。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

福祉教育実施支援のため、助成
や学習内容の相談・支援対応、
ボランティア体験プログラムな
ど引き続き実施します。

小学校１２校、中学校２校に助
成金を交付した。また小中学校
からの相談に１６件に対応し
た。

○
継続的に取り組む学校に加え、ク
ラス単位で新たに福祉教育を取り
入れる機会を持つことができた。

新たなプログラムを作り上げると
ともに、福祉教育をより多くの学
校に取り組んでもらえるよう働き
かける。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

ボランティア体験や福祉体験
等、学校における福祉教育の充
実に努める。

各小中学校において、総合的な
学習の時間等により、ボラン
ティアを行ったり、福祉体験を
行ったりした。

○

各小中学校において、ボランティ
ア体験や福祉体験等を行い、学校
における福祉教育の充実に努め
た。

優しい心と思いやりの心を持ち、
お互い助け合う風土を育むため、
ボランティア体験や福祉体験等を
行い、学校における福祉教育の充
実に努めます。

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

特別支援学校との交流を通し
て、障害のある人への理解に努
める。

安城特別支援学校や岡崎盲学
校、聾学校在籍の児童と在住地
区の小学生との交流を年に複数
回行った。

○

特別支援学校と小学校との交流に
よる福祉学習を通して、早期段階
での障害のある人への理解の普及
に努めた。

特別支援学校との交流による福祉
学習を実施し、早期段階での障害
のある人への理解の普及に努めま
す。

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

特別支援学校との交流について
も、福祉学習相談において引き
続き対応します。

特別支援学校との交流を行う小
学校１校に対して助成金を交付
した。

○
特別支援学校との交流を継続して
行えた。実施が一校であり、交流
の幅が広がっていない。

特別支援学校が外部との交流の機
会を持てるよう、内外から働きか
ける。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

住民が福祉活動へ参加体験する
機会が増えるよう、福祉委員会
活動への参加を働きかける。

各地区での勉強会の開催や町内
福祉委員会に対する勉強会の開
催支援を通して活動への参加を
働きかけた。

○

各地区での勉強会の開催や町内福
祉委員会に対する勉強会の開催支
援を通して活動への参加を働きか
けた。

各地区での勉強会の開催や町内福
祉委員会に対する勉強会の開催支
援は、継続して実施する必要はあ
る。次期計画に向けて、福祉教育
の定義を整理し直すことが望まし
いのではないか。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

出前講座・市民企画講座等での
福祉に関する講座の実施を促進
する。

・出前講座には福祉に関するメ
ニューを設置
・市民企画講座では子どもの発
達障害に関する講座など福祉に
関する講座を開催

○

出前講座では福祉講座を継続的に
開講し、市民に福祉教育を実施す
ることができた。市民企画講座に
ついては市民団体に福祉分野の企
画を発案してもらう必要があるた
め、啓発が必要。

今後も出前講座や公民館講座等で
市民に福祉に関する講座を実施
し、福祉教育を推進します。

３：継続
（現状維
持）

生涯学習課

ニーズに応じた出前講座を実施
し、福祉教育の推進に努める。

民生委員・民間事業所・ケアマ
ネ等からの依頼に応じて出前講
座を実施した。

○
差別解消、障害福祉サービス、手
話などニーズに応じた出前講座を
実施した。

様々な機会を捉え、障害者福祉に
対する理解を深める取り組みを継
続して実施する。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

地域住民との交流を深めるた
め、引き続き公民館まつり等に
参加を働きかける。

自立支援協議会下部組織である
就労担当者会で周知及び取りま
とめを行った。

○
自立支援協議会で周知及び取りま
とめを行った。

自立支援協議会と協力し、地域住
民との交流を深める活動を推進す
る。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

福祉センターまつりで障害者が
運営する自主製品の販売やイベ
ントのコーナーを設けたり、福
祉体験コーナーなどを設ける。

福祉センターまつり等のイベン
トで障がい施設等の製品販売等
の場所をつくった。

○

福祉センターまつり等で、自主製
品等の販売の機会を通じ、多くの
住民と触れ合う機会をつくること
ができた。

福祉センターまつり等の企画をす
る中で、福祉施設の自主製品を販
売したりする機会をつくることを
継続して考慮していく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

特別支援学校との交流の支援
特別支援学校との交流による福祉学習を実
施し、早期段階での障害のある人への理解
の普及に努めます。

○

ふれあい活動の推進
公民館まつりや福祉センターまつりにおけ
る自主製品の販売等、地域行事を通じた障
害のある人と地域住民との交流を図るふれ
あい活動を推進します。

地域における福祉教育の推進
地域住民の福祉への関心を高めるため、福
祉に関する出前講座を実施し、地域におけ
る福祉教育を推進します。

学校における福祉教育の充実
優しい心と思いやりの心を持ち、お互い助
け合う風土を育むため、ボランティア体験
や福祉体験等を行い、学校における福祉教
育の充実に努めます。

№9

(2)
障
害
と
障
害
者
理
解
の
促
進

№7

№10

№8



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

団体コーナーの場を設け、施設
や当事者団体のＰＲに努める。

福祉まつりにおいて、ヘルプ
マークの周知啓発を行うととも
に、団体コーナーを設け、団体
の活動を紹介した。

○

福祉まつりで福祉サービスに対す
る理解を求めた。また団体の活動
を紹介することで、当事者団体の
ＰＲを行うことができた。

引き続き、福祉まつりに参加し、
福祉に対する理解を深められるよ
う努めていく。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

「福祉まつり」等を開催し、福
祉への理解を深める機会を提供
します。

福祉まつりを開催し、市内福祉
関係団体の活動紹介などを通し
て啓発を行った。

○

多くの参加団体、来場者によって
福祉まつりが継続できた。また、
毎年テーマを設け、福祉に関する
啓発を行った。

多くの来場者に福祉への理解を深
めてもらえるよう、積極的に新し
い内容に取り組んでいく。団体の
継続的な協力を仰いでいく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

地区民協における学習会の実施

全8地区の地区民協において、6
月は「障害者差別解消法」につ
いて、7月は「障害者サービス」
についての学習会を行いまし
た。

○

特に民生委員・児童委員とは定期
的な協議の場があり、学習会など
を通じて、情報共有などを図るこ
とができた。

継続して地域福祉の担い手と連携
を図っていく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉課

民生委員への勉強会への参加や
ボランティア連絡協議会への出
前講座の委託などを行い、地域
での支援が行えるようこれら組
織との協働に努める。

民生委員障害者福祉部会にて、
ぬくもり福祉会4施設の施設訪問
とAJU自立の家が運営する小牧ワ
イナリー(ななつぼし葡萄酒工
房･ピア小牧)を視察し見識を深
めた。

○
関係施設への視察を通じ、民生委
員の福祉サービスに対する見識を
深めることができた。

民生委員の福祉に対する理解を深
め、地域での支援が行うことがで
きるよう関係団体等との連携を深
める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

町内会が地域福祉活動の充実に
向けた取組みを進めることがで
きるよう継続して支援を行う。

市民活動センター登録団体のう
ち、福祉分野の団体登録数：１
４７団体

○

継続的に福祉分野の団体登録数を
増加させることができた。引き続
き地域課題解決に向けて、市民活
動団体や町内会などが連携できる
機会の提供を行っていく必要があ
る。

継続
３：継続
（現状維
持）

市民協働課

福祉委員会の育成を通して、誰
もが地域で自立した生活が送れ
るよう、住民相互の助け合いを
進める。

福祉講演会、地域福祉活動勉強
会、生活支援ネットワーク会議
の開催等を通じて地域課題に関
する課題の共有や解決を検討す
る機会を設け、福祉事業所や企
業の参加も得ることができた。

○

平成２９年度に全ての町内会で町
内福祉委員会が発足した。平成２
７年度からは生活支援体制整備事
業の受託により配置された生活支
援コーディネーターにより、地域
のお助け隊の結成、福祉事業所や
企業との関係づくりの強化を進め
ることができた。

福祉講演会、地域福祉活動勉強
会、生活支援ネットワーク会議の
開催等を通じて、地域課題に関す
る課題の共有や解決を検討する機
会を継続して設ける。今後は、福
祉事業所や企業等、多様な主体に
対して参加を積極的に働きかけ
る。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

地域での福祉課題の解決に向
け、自立支援協議会を有効活用
する。

自立支援協議会の作業部会や各
担当者会において、社会資源の
問題や支援の質の向上等につい
て協議を行った。又、医療機関
が担当者に参加し情報交換や連
携を行った。

○
自立支援協議会の活動を通じ、関
係団体や機関との連携が少しずつ
広がってきている。

引き続き、自立支援協議会を活用
し、地域での福祉課題の解決に向
け、有効な連携が図れるよう努め
る。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

地域の福祉課題について、自立
支援協議会で協議を進める。

長年問題になっていた送迎問題
に着手し作業部会で協議、検討
した。
新型コロナの影響で中止には
なったが看護専門学校での特別
講義を企画した。

○
地域生活拠点等の事業がほぼ整備
され地域で生活するための資源の
開発ができた

新体制でも継続し地域課題に取り
組み社会資源の改善、開発に取り
組む。
看護専門学校で講義し在宅医療に
ついて理解を得ることができ、人
材不足も一助となるよう継続し
行っていく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

(1)
地
域
福
祉
活
動
の
推
進

住民組織と福祉関係団体等の連携と協働の
推進
障害のある人が地域で自立した暮らしが送
れるよう、地域住民、福祉委員、ボラン
ティア、民生委員・児童委員、町内会関係
者が「共助」の考えのもと身近な地域での
支援を行うとともに、地域、行政、サービ
ス提供事業者等が協働して福祉課題の解決
に取り組み、地域福祉を推進します。

○

○

○

福祉イベントの開催支援
福祉に対する理解を深めるため、「福祉ま
つり」等の開催を支援します。

社会資源の改善、開発
地域、行政、サービス提供事業者等が協働
して住みやすい地域づくりをするため、自
立支援協議会において、福祉課題に取り組
みます。
また、その中で、医療、介護、福祉が連携
して支える仕組みづくりを検討・協議しま
す。

№11

№12

№13

２
　
地
域
福
祉
の
推
進



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

地域見守り活動推進事業の実施

社会福祉協議会による支援のも
と、市内の全76町内福祉委員会
で「地域見守り活動推進事業」
を展開しました。

○
社会福祉協議会の支援を受け、全
76の町内福祉委員会で見守り活動
を展開できるようになった。

全町内福祉委員会での見守り活動
が継続して行われるよう支援して
いく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉課

地域見守り活動推進事業の全町
への展開を進め、その活動を支
援する。

全ての町内に対し、見守り活動
に対する支援を継続することが
できた。
推進指定：７６町内福祉委員会
（市内の全て）

○

平成２９年度に全ての町内で地域
見守り活動推進事業の指定がで
き、その後も。全ての町内におけ
る活動に対して支援を継続するこ
とができた。ただし、地域におけ
る見守り活動は高齢者中心となっ
ている。

地域における見守り活動は地域包
括ケアシステムの基盤でもあり、
引き続き、活動が継続されるよう
に支援を行う。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

年度当初の子ども会理事会に
て、地域ぐるみ親子ふれあい活
動における受け入れについてご
理解いただくよう周知する。

周知した ○

理事会では、すでに受け入れてい
る子ども会も存在するとのこと
だったが、周知により受け入れを
理解するきっかけとなった。

周知を継続することで、そのたび
に再認識していく。

３：継続
（現状維
持）

生涯学習課

当事者及び関係者から相談が
あった場合、関係機関へ協力の
依頼を行う。

当事者及び関係者からの直接的
な相談はなかったが、関係団体
等懇話会の中で障害児の家族等
から地域の活動に遠慮すること
なく参加したいとの声があっ
た。

○

当事者及び関係者が望む形での参
加ができていない場合もあり、引
き続き理解促進を図る必要があ
る。

障害者福祉に対する理解を深める
取り組みを継続して実施し、障害
者が地域の活動に参加しやすい環
境づくりに努める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№16

町内公民館等のバリアフリー化の支援
障害のある人の地域活動への参加を促進す
るため、町内公民館等身近な地域活動の拠
点となる施設のバリアフリー化の推進を支
援します。

公民館等の建設、改修の負担軽
減に繋がる補助事業の周知、啓
発を行う。

トイレ洋式化３件 ○ ○

概ね目標を達成することができ
た。改修には町内会の負担が発生
するため、引き続き補助事業の周
知、啓発を図る必要がある。

継続
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

市民協働課

№17

ボランティア講座の充実と参加促進
社会福祉協議会が主催するボランティア講
座への参加を促進し、ボランティアの養成
のため、参加者のニーズに合った講座や時
間設定、メニューを検討するほか、地域に
おいても講座の開設を行います。

ニーズに応じたボランティアの
養成及びスキルアップ講座を計
画・実施し、ボランティア活動
への参加を啓発します。

ボランティア講座５回、スキル
アップ講座を１回開催した。

○ ○

毎年ボランティア講座を開催し新
たなボランティア活動者の育成を
行った。受講者をボランティア団
体へつなげることができた。

今後もボランティア活動者の育成
を行えるよう、継続してボラン
ティア講座を実施していく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№18

ボランティアの育成
手話、点訳、要約筆記等の技術的なボラン
ティア講座やセミナーを開催し、障害のあ
る人を支援するボランティアの育成に努め
ます。

計画的に各種の支援ボランティ
アを養成します。

障害者支援に関する講座を３講
座開催した。

○ ○
障がい者の支援を行うボランティ
ア講座を毎年開催し、育成を行っ
た。

今後も技術系ボランティアの養成
講座を継続的に実施し、障がい者
の支援を行うボラティアの育成を
行っていく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

社会福祉会館、各福祉センター
のボランティア室や会議室等を
提供します。

社会福祉会館及び福祉センター
の部屋を無料提供した。（Ａ型
団体は常時、Ｂ・Ｃ型団体はボ
ランティア活動を行う時のみ）

○
ボランティア活動の場として、社
会福祉会館及び福祉センターの提
供を行った。

ボランティア活動の推進を行うた
め、ボランティア活動場所の提供
を継続して行う。また、市民活動
センターと情報共有し団体への支
援を強化していく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

事業の継続
市民活動センター利用者数：２
６，１２１人

○

継続的に活動の場を提供すること
ができた。引き続き利用者の声や
アンケートを通じて利便性の向上
に努めていく必要がある。

継続
３：継続
（現状維
持）

市民協働課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

ボランティア活動の場の提供
ボランティア活動の場として、社会福祉会
館や各福祉センター、市民活動センターの
ボランティア室や会議室等を提供します。

№19

№14

№15

地域見守り活動事業の推進
障害のある人の生活を支援するため、交流
活動や避難行動要支援者支援制度を活用
し、地域における見守り活動と支え合いに
より住民相互の支援体制の強化に努めま
す。

地域ぐるみの親子ふれあい活動の充実
特別支援学校等の児童については、地域の
子ども会への参加がしづらい状況にあるた
め、子ども会の関係者（指導者を含む）に
対して、受入れの理解を図ります。また、
障害児の保護者へ積極的な参加を働きかけ
ます。

(2)
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成

(3)

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

へ

の

支

援
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価

施策
５年間評

価
担当課

ボランティア活動に関する情報
を収集し、適宜相談者や市民に
発信します。

社協だよりや社協ウェブサイ
ト、メーリングリストにより情
報提供を行った。

○

社協だよりや社協ウェブサイトを
通した市民への周知や、メーリン
グリストを用いた登録者への情報
提供を行った。

ボランティア活動の周知を行うた
め、継続して社協だよりやウェブ
サイト等を通して情報提供を行っ
ていく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

事業の継続

・市民活動センター情報誌の発
行：４回／年
・フェイスブックによる発信：
随時
・メールマガジンによる発信：
１回／月

○

継続的に情報提供することができ
た。引き続き様々な媒体を活用し
た情報収集及び発信を進める必要
がある。

継続
３：継続
（現状維
持）

市民協働課

ボランティア相談窓口を開設
し、ボランティア活動をしたい
人と、ボランティア活動者を求
める人とのマッチングや希望の
活動についての相談に対応しま
す。

活動希望５1件、派遣希望９７
件、情報提供５１件の相談に対
応した。

○

ボランティア相談日を週３回から
週５日に拡大してボランティア相
談がしやすい環境を整え相談に対
応した。

今後も継続してボランティア相談
窓口を開設し、市民のボランティ
ア活動の推進を行っていく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

事業の継続 相談件数：２５８件 ○

継続的にコーディネート業務を実
施することができた。引き続き新
規利用者の取り込み、相談件数や
マッチング率の増進を図る必要が
ある。

継続
３：継続
（現状維
持）

市民協働課

№22

ふれあい補償制度の活用
ボランティアが安心して活動できるよう、
ふれあい補償制度を活用し、ボランティア
活動中の傷害事故への対応を図ります。

事業の継続 申請件数：４６件 ○ ○
継続的に活動中の傷害事故に対応
することができた。引き続き制度
の周知を図る必要がある。

継続
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

市民協働課

各担当者会で連携を図り、勉強
会などを開催し質の向上に努め
る。

自立支援協議会の各担当者会で
連携を図り、勉強会等を開催し
質の向上に努めた。

○
自立支援協議会の各担当者会の活
動を通じ、事業者間の連携を深め
ることができた。

課題によっては、担当者会を超え
て連携を図り、サービスの質の向
上に努める。また、包括と相談、
病院、行政との連携・連絡を強化
する。

２：継続
（拡充）

障害福祉課

自立支援協議会を通して、連携
を図るとともに、質の向上に向
けて情報交換、勉強会を行う。

事業所向けに年６回の研修を
行った。（内１回は市民も対象
とした）
手話奉仕員養成講座を年40回開
催した
手話通訳者を配置し、アセスメ
ント等に同席できる体制を整え
た。

○

各担当者会に参加し連携を図った
アンケートの結果をもとに研修を
企画し実施した。
手話奉仕員の養成に努めた
手話通訳者が同席することで円滑
なコミュニケーションができるよ
うになった。

事業所及び市民向けに継続し研修
を行っていく。
手話奉仕員養成講座は連続で初級
編を行っているので、中級や上級
編へステップアップできるように
講座を検討していく必要がある。

２：継続
（拡充）

社会福祉協
議会

№24

サービス提供事業者の第三者評価の促進
サービスの質の向上を図るため、公正・中
立な第三者機関によるサービス提供事業者
の評価を促進します。

事業者へ、第三者機関評価を受
けるよう周知する。

引続き周知に努めたが、費用負
担面で二の足を踏む事業所が
あった。

○ ○
周知を行ったが、費用負担面で二
の足を踏む事業所があった。

引続き、周知を行い、サービス提
供事業者のサービスの質の向上を
図る。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

各事業者へ苦情解決制度や窓口
の周知に努める。

サービス利用者に苦情相談窓口
を案内している。また、事業所
訪問や県の実地指導の際にも苦
情相談窓口の掲示や制度を確認
している。

○
各事業所が、サービスに関する苦
情解決制度や相談窓口の掲示をし
て周知をしている。

引き続き、事業所訪問や県の実地
指導の際に苦情相談窓口の掲示や
制度についての掲示を確認し、利
用者の目に入りやすい場所に掲示
してもらうようにする。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

苦情相談窓口の案内を掲示しま
す。

苦情解決制度等の案内を掲示し
た。

○

苦情はないが、身体障害者デイ
サービスセンターで利用者・家族
の声を聞く機会を定期的につく
り、安心してサービス利用できて
いる。

利用者に対する苦情相談を継続し
て周知していく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

２：継続
（拡充）

３：継続
（現状維
持）

ボランティア情報の提供
社会福祉協議会ボランティアセンターや市
民活動センターでは、ボランティアに関す
る情報を集め、市民や活動団体に情報提供
等の支援をすることにより、ボランティア
活動を推進します。 ○

○

○

○

サービス提供事業者間の連携
自立支援協議会においてサービス提供事業
者間の連携を図り、サービスの質の向上に
努めます。

苦情相談窓口の周知
障害のある人が安心してサービスを利用す
るため、サービスに関する苦情解決制度や
相談窓口を周知します。

№20
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№25
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ボランティア活動のコーディネート
ボランティア相談窓口では、ボランティア
活動を希望する人に、希望する活動のコー
ディネートを実施します。

№23
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№26

訪問系サービスの充実
居宅介護等のサービスを提供する職員の専
門性の確保と質の向上を図り、障害特性を
理解した適切な支援ができるよう、サービ
ス提供事業者に対して積極的に研修の受講
を勧めます。また、多動性等行動障害に対
応できる人材が不足しているため、サービ
ス提供事業者に働きかけ、その確保・養成
に努めます。

各種研修案内を事業者へ周知
し、研修の参加を働きかける。

居宅介護担当者会で、サービス
提供責任者のブラッシュアップ
を行った。また、基幹相談支援
センターにおいても研修会を開
催し確保と養成に努めた。

○ ○

作業部会や基幹相談支援センター
の活動を通じ、居宅介護等のサー
ビスを提供する職員の専門性の確
保と質の向上を図っている。

研修内容の改善を行い質の向上を
目指すとともに、各事業者へ研修
の参加を働きかける。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№27

日中活動系サービスの充実
生活介護や就労系サービスについては、さ
らなる事業の拡大、サービス提供事業者の
参入を促進します。同時に、さまざまな法
人の事業所が参入してきており、県と協力
して良質なサービスが提供されるよう指導
していきます。

事業者の拡充・参入を働きかけ
るとともにサービスの質の維持
向上のため、県の監査の同行や
市の監査を実施する。

作業部会や各担当者会において
働きかけを行った。
また、県の実施指導に同行し
サービスの提供等を確認した。

○ ○
県の実施指導に同行し、各事業所
のサービスの提供内容等を確認し
ている。

引続き、県の実施指導に同行し、
各事業所のサービスの提供等を確
認することで、良質なサービスが
提供されるよう指導する。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№28
◎

地域活動支援センターの充実
精神保健福祉士が配置された地域活動支援
センターにおいて、精神に障害のある人の
創作的活動を行うとともに、相談支援事業
を併せて実施します。また、障害に対する
理解促進を図るための普及啓発等を行いま
す。

事業の継続実施とⅠ型として理
解促進を図るための普及啓発を
実施する。

プログラム活動において、利用
者が町内清掃やチラシ配布等の
ボランティア活動を行うこと
で、地域における精神に障害が
ある方への理解促進につながっ
た。また、市ホームページでも
啓発を行った。

○ ○

地域活動支援センターの利用登録
者は平成２７年４月時の８１人か
ら令和元年度末時点では２２５人
に増加している。

引続き、事業を周知し、利用者の
増加を図るとともに、障害に対す
る理解促進を図るための普及啓発
を行う。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

障害福祉サービスが慢性的に不
足する場合に、基準該当サービ
スが認められる介護保険サービ
スについて協議します。

令和元年度は、協議の機会はあ
りませんでしたが、必要に応じ
て協議していきます。

－
具体的な相談及び協議はありませ
んでした。

必要に応じて協議を行います。
３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

障害福祉課の求めに応じ協議し
ます。

協議はありませんでした。 －
事業者からの具体的な相談や障害
福祉課からの協議等はありません
でした。

必要に応じて協議・検討をしてい
きます。

３：継続
（現状維
持）

高齢福祉課

№30

運営費補助の実施
重症の心身障害のある人が利用できるサー
ビスを確保するため、事業所に対して、運
営費補助を実施します。

事業の継続実施
2事業所に対し継続で運営費補助
を行った。

○ ○
毎年運営費補助を実施するととも
に、令和元年度に要綱を見直しを
行った。

引き続き運営費補助を実施し、重
症の心身障害のある人が利用でき
るサービスを確保する。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№31

グループホームの整備促進
障害のある人が地域で自立した暮らしが送
れるよう、グループホームの整備を促進し
ます。 施設整備補助の継続実施

元年5月に社会福祉施設等施設整
備事業(障関係施設分)の整備計
画照会し、計画する事業者の補
助申請を支援した。

○ ○

障害者福祉施設建設に際し、国・
県の補助を求める社福法人・ＮＰ
Ｏ法人等の支援を行った。建設に
は事業者の負担が発生するため、
事業等と連携して整備する必要が
ある。

障害福祉計画に基づくサービス見
込み量を踏まえ、グループホーム
等不足する施設等について、事業
者と連携し整備に努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№32

地域生活支援拠点の整備
グループホーム等の居住支援機能と、短期
入所系サービス、相談支援等地域支援機能
の一体的な整備を図ることにより、地域生
活支援の拠点づくりを進め、障害のある人
の入所施設・病院からの地域生活への移
行、親元からの自立を支援します。

圏域及び自立支援協議会での協
議

平成29年度から面的整備で整備
し、平成30年10月から体験の機
会・場を開始した。

○ ○
令和元年度までに面的整備をおこ
なったが、周知不足等により体験
の機会・場の利用率が低い。

地域生活支援拠点及び制度の周知
に努める。また、現在の拠点が精
神に特化しているため、他の障害
でも利用できる機能の検討を行い
方針を決める。

２：継続
（拡充）

２：継続
（拡充）

障害福祉課

№33

福祉タクシーの利用助成
通院等にタクシーを利用する場合に、料金
の一部を助成します。

継続実施

令和元年度も一般タクシー、車
いす・ストレッチャー乗車専用
タクシー（普通・大型）両方の
タクシー料金助成を行った。

○ ○
福祉タクシーの利用希望者に対
し、運賃の一部の助成ができた

引き続き事業を継続していく。他
自治体や他制度のタクシー利用助
成の制度も参考にし、利用者に
とって利用しやすい制度を目指
す。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

－

介護保険サービスの利用
介護保険事業者が指定障害福祉サービスの
提供ができるように、基準該当障害福祉
サービスの実施について、協議・検討して
いきます。
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65歳未満の新規手帳取得者に対
し無料シールの配布

令和元年度も新規手帳取得者に
対して無料シールの配布を行っ
た。

○
あんくるバス利用希望者に対し
て、運賃の助成が実施できた。

引き続き制度を維持していき、障
害のある人の社会参加を促す。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

利用状況や利用者の意見を参考
に今後の見直しの必要性等につ
いて研究する。

H30に行った全路線でのダイヤ改
正、一部路線の見直し後の利用
状況を把握するため乗降調査、
利用者ヒアリング及び市民アン
ケートを実施した。

○

あんくるバス再編後や全線ダイヤ
見直し後に、利用実態の把握や市
民アンケートを実施し、必要に応
じてルート等の見直しを行ってき
た。

今後も継続して、利用状況や利用
者の意見を参考に今後の見直しの
必要性等について研究する。

３：継続
（現状維
持）

都市計画課

№35

団体へのガイドヘルパーの派遣
視覚障害者団体が行う会議や活動を支援す
るため、団体を対象にガイドヘルパーを派
遣します。

継続実施
令和元年度も「あいの会」に委
託しガイドヘルパーを派遣し
た。

○ ○

障害者団体が行う様々な活動にガ
イドヘルパーを派遣し、視覚障害
のある方の活動を支援することが
できた。

引き続き事業を継続していき、障
害者団体及び視覚障害のある方の
活動を支援する。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№36

中途視覚障害者歩行訓練の実施
日常生活の自立や社会参加を促進するた
め、中途で視覚障害を持った人を対象に、
中途視覚障害者歩行訓練を実施します。

継続実施
令和元年度も視覚障害リハビリ
テーションワーカーに委託し
た。(2人を訓練した)

○ ○

中途で視覚障害を持った人に対し
て、歩行訓練を行うことで、社会
参加と自立更生を促すことができ
た。

引き続き事業を継続していく。
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№37

車いす等の貸与
市内在住の人、市内の福祉関係者等を対象
に、車いすや車いす移送車の貸し出しを行
います。 車いす移送車を全福祉センター

に配備する。

車いすや車いす移送車を全福祉
センターに配備し、対象者への
貸出を行った。

○ ○

車いす・車いす移送車ともに、貸
出件数は増加傾向にある。老朽化
した貸出用車いすを廃棄するケー
スも増えている。

サービスを必要とする人に対して
制度が周知されていない可能性も
あることから、引き続き広報紙に
よる周知を継続する。今後も貸出
件数が増加する可能性もあること
から、寄付等により貸出用車いす
の台数を確保することに努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№38

各種福祉手当の情報提供
障害者手帳の所持者が年々増加傾向にある
中で、受給資格者に対し不利益が生じない
よう、手続きについての確実な情報提供を
行います。

サービスの提供維持に努める。
障害者手帳を交付する際に、各
種福祉手当の情報提供を行っ
た。

○ ○
受給資格者に不利益が生じないよ
う確実な情報提供が行えた。

引き続き事業を継続していく。
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№39

各種福祉手当の支給
障害のある人の生活を支援するため、市単
独の障害者扶助料を初め、国や県の制度の
特別障害者手当、在宅重度障害者手当等の
各種福祉手当を支給します。

サービスの維持に努める。
令和元年度もサービスの維持に
努めた。

○ ○
各種手当を支給し、障害のある人
の生活の支援を行った。

引き続き事業を継続していく。手
当の支給にあたり適切な事務を心
掛ける。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

より多くの人に貸付事業をPRし
て、利用者の増加に努めます。

年2回の広報紙とホームページに
制度の案内を掲載し、必要な方
へ周知することができた。

○

相談件数が伸びる一方で貸付実績
は横ばいであるが、他制度優先の
観点で相談に応じ、適切な制度を
案内することができた。

貸付相談を受けながら相談者世帯
が抱える課題を探り、貸付以外に
も必要な制度を案内したり、他機
関へつなぎ世帯の自立更生へ向け
た支援を行う。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

サービスの提供維持に努める。
生活福祉資金貸付事業や住宅リ
フォーム補助事業等の啓発を行
い、制度の周知に努めた。

○
助成や貸付を必要としている人へ
制度の周知を行った。

引き続き制度の啓発を行い、必要
な方の支援に努める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

障害のある人に、プールやプラ
ネタリウム等、市の施設の利用
料を減免する。

プラネタリウムでの減免実施 ○
障害者手帳保持者及びその介護者
１名に対し減免実施をした。

今後も市の施設の利用料を減免
し、障害のある人の経済的支援を
実施します。

３：継続
（現状維
持）

生涯学習課

継続実施 利用料の減免を実施した。 ○ 減免を実施した。 引き続き減免を継続していく。
３：継続
（現状維
持）

スポーツ課

№42

割引制度の事務の支援と制度啓発
有料道路通行料割引等各事業者が実施する
割引制度の事務を行うほか、制度の啓発に
努めます。

適切な事務の実施。
障害者手帳の交付する際、制度
の啓発に努めた。申請に対する
事務手続きも適切に行った。

○ ○
有料道路を利用する対象者へ制度
の周知と事務の支援が行えた。

引き続き制度の啓発を行い、必要
な方の支援に努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

№34

(2)
各
種
助
成
制
度
や
利
用
料
の
減
免

(1)
各
種
福
祉
手
当
の
支
給

№40

あんくるバスの利用助成
障害のある人の社会参加促進のため、あん
くるバス（市内循環バス）の運賃の助成
（無料化）を実施します。また、運行経路
やダイヤの見直しを必要に応じ実施しま
す。

№41

各種助成・貸付制度の利用啓発
市、国や県における生活福祉資金貸付事業
や、住宅リフォーム補助事業等の各種助
成・貸付制度の啓発を行い、必要な方に支
援をします。

施設の利用料減免
障害のある人に、プールやプラネタリウム
等、市の施設の利用料を減免します。

２
　
経
済
的
支
援
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№43

情報提供の充実
障害のある人がスポーツを気軽に楽しんだ
り、身近な地域で活動に参加してもらえる
ように地域のスポーツ交流会等を紹介した
り、参加状況等の情報提供を充実するよう
努めます。

スポーツ交流会の参加状況など
情報提供に必要な情報の収集に
努めます。

ニュースポーツでボッチャを貸
し出しし、多くの方に利用して
いただいた。
実績：20回

○ ○
誰でも気軽に行えるスポーツの普
及促進に努める。

障害者も参加できる行事の情報発
信をするととに、ボッチャの貸し
出しを充実させる。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

スポーツ課

№44

スポーツ活動への参加促進
体育協会やスポーツ推進委員等と連携し
て、障害のある人も気軽にできるスポーツ
活動への参加を促進します。

継続実施

スポーツ推進委員西三河研修会
で実践し、健常者も障害者も気
軽に行えるスポーツとして、普
及に努めた。

○ ○
ボッチャの観戦事業やスポーツ推
進委員の交流会で社会福祉協議会
と連携して、開催できた。

健常者と障害者が一緒にスポーツ
に親しめるよう、体育協会やス
ポーツ推進委員と継続した活動を
実施する。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

スポーツ課

№45

激励金制度の実施
障害の有無に関係なく、市や県を代表して
全国大会等へ出場する人への激励金制度を
実施します。

継続実施

全国障害者スポーツ大会など、
全国大会に出場された団体・個
人に激励金を渡すことができ
た。

○ ○
制度自体の周知やＰＲ方法につい
て、更なるＰＲに努める。

引き続き実施する。
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

スポーツ課

№46

障害者社会参加促進事業の実施
障害のある人の社会参加を促進するため、
障害者作品展等を実施します。 継続実施

令和元年度も身体障害者福祉協
会へ事業委託を行った（委託額
910千円）

○ ○
障害者作品展等を実施することが
できた。

引き続き事業を継続し、障害のあ
る人の社会参加を促す。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№47

心身障害者ふれあい促進事業の実施
レクリエーション等を通じて自活する能力
を養うため、心身障害者ふれあい促進事業
を実施します。

継続実施
令和元年度も手をつなぐ親の会
へ事業委託を行った（委託額200
千円）

○ ○

レクリエーション等を実施し、心
身障害のある人が、コミュニケー
ションの場を通して交流を深める
ことができた。

引き続き事業を継続し、心身障害
のある人の自立する力を養うこと
ができるよう努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

継続実施
令和元年度も社協へ事業委託し
た。(委託額8,900千円)

○

身体障害者講座（絵画、書道、手
編、生花、陶芸、煎茶、抹茶、料
理、音楽、パソコン、ボッチゃ、
バランスボール、ハーブ、カロー
リング及びマジック）を実施し、
障害のある人の生きがいづくりに
貢献できた。

障害者社会参加支援事業（講座
型）を実施し、障害のある人の社
会参加を支援していく。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

総合福祉センターで障害者講座
を開催する。

煎茶、料理、音楽などの講座を
開催した。

○

講座による障害者の社会参加を支
援できた。参加者の高齢化が見ら
れるため、若年層の障がい者が参
加できる講座の企画が必要であ
る。

当事者等の声を踏まえ、講座型以
外の企画を含め社会参加できる機
会の場を継続してつくっていく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

公共施設におけるエレベーター
やスロープ、車いす昇降装置等
の適切な維持管理を行う。

維持管理の実施。 ○

エレベーター、スロープ、車いす
の設置に加え、施設の改修に合わ
せ車いす昇降装置の設置も実施
し、より快適に施設を利用しても
らえるようになった。

現在の設備を適切に維持管理して
いくほか、今後も施設の改修等の
タイミングで障害のある方への環
境整備を検討していきます。

３：継続
（現状維
持）

生涯学習課

継続実施
前年度までに設置した設備を適
切に維持管理した。

○
ソフトボール場Ａ球場の改修工事
でエレベータを設置し、２階の観
覧席への移動が可能となった。

スポーツ施設の大規模改修は令和
２年度中のスポーツセンター改修
の終了後はしばらく行わないの
で、現在設置してある設備を適正
に維持管理する。

３：継続
（現状維
持）

スポーツ課

№50

講座等への手話通訳者等の配置
市が主催する講座等を開設するときは、必
要に応じて手話通訳者等を配置し、障害の
ある人の生涯学習への参加を促進します。

必要に応じて、講演会等での手
話通訳等の配置を行う。

手話通訳、要約筆記の配置を実
施（成人式、市民大学、家庭教
育講演会）

○ ○
講演会等で配置する際、チラシ等
に手話通訳や要約筆記が付く旨を
記載し、参加を促した。

今後も講演会大きなイベントには
必要に応じて手話通訳者や要約筆
記者を配置します。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

生涯学習課

№51

特別支援学校へのイベント情報の提供
スポーツやレクリエーションの情報を、特
別支援学校に提供し、学校の協力を得て保
護者へ参加を呼びかけていきます。

あんぷくまつりや就労講演会の
ＰＲチラシの配布の実施

令和元年度は12月のあんぷくま
つり、12月の就労講演会の案内
チラシを配布し周知啓発した。

○ ○
学校の協力を得てイベント情報を
提供していくことができた。

特別支援学校とも連携し、必要な
情報を適宜提供できるうよう努め
ていく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

障害者社会参加支援事業（講座型）の実施
障害のある人が生きがいづくりができるよ
う、社会参加支援事業（講座型）を実施し
ます。

文化・体育施設の環境整備
公共施設におけるエレベーター、スロープ
や車いすの設置を行い、参加しやすい環境
を維持します。

(3)
参
加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

№48

№49

３
　
ス
ポ
ー

ツ
・
文
化
芸
術
活
動
の
推
進

(1)
ス
ポ
｜
ツ
活
動
の
推
進

(2)
文
化
芸
術
活
動
の
推
進
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制度の啓発を行います。

令和元年12月15日号の広報あん
じょうで、避難行動要支援者の
避難行動や安否確認の基本的な
モデル案を提示しています。

○

広報あんじょうへの掲載のほか、
民生委員・児童委員の協力のもと
安心キットの配付など、積極的な
啓発

引き続き普及啓発を進める。
なお、現計画では「登録の推進」
と記載されているが、避難行動要
支援者支援制度では、登録は本人
の意向に関係なく必須。そのため
「登録の推進に」の記載は不要。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉課

要援護者の情報提供に努める。
令和元年度も障害者並びに難病
医療助成者情報を提供した。

○
災害対策基本法に基づき要援護者
の把握をすることがてきた。

要援護者の把握に努め、災害時に
支援できる体制を整える。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№53

防災活動の推進と障害者の参加促進
災害時における要配慮者（避難に支援が必
要な方等）を地域ぐるみで支援する意識を
醸成するため、障害のある人が防災訓練や
防災講座等地域における防災活動へ主体的
に参加するよう促します。

自主防災組織及び要配慮者に対
し、地域の防災活動への要配慮
者の参加の必要性について啓発
活動や情報提供に努める。

総合防災訓練で、要配慮者の参
加の必要性について啓発活動や
情報提供に努めた。

○ ○
総合防災訓練で、要配慮者の参加
の必要性について啓発活動や情報
提供に努めた。

今後も啓発活動や情報提供に努め
る

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

危機管理課

各福祉センターへ関連情報や事
例などの情報提供に努める。

総合防災訓練（福祉避難所開設
訓練）を実施し、各福祉セン
ターへ関連情報や事例などの情
報提供に努めた。

○

総合防災訓練（福祉避難所開設訓
練）を実施し、各福祉センターへ
関連情報や事例などの情報提供に
努めた。

今後も訓練実施や情報提供に努め
る。

３：継続
（現状維
持）

危機管理課

主催者の求めに応じ情報提供に
努める。

市総合防災訓練と連携し、通信
訓練等を実施した。

○

社会福祉協議会主導のもと、市総
合防災訓練に内容を追加し、市内
障害者支援施設との合同訓練を行
うことが出来た。

今後も実地での訓練実施や、情報
提供に努めたい。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

福祉避難所開設・運営訓練を実
施します。

社会福祉協議会主導のもと、10
月5日（土）に明祥プラザで福祉
避難所開設訓練を実施していま
す。

○
社会福祉協議会主導のもと、福祉
避難所開設訓練を実施してきた。

危機管理課の総合防災訓練の意向
にもよるが、必要に応じて、今後
も訓練を行っていく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉課

要配慮者の参加する福祉避難所
運営訓練を実施し、福祉避難所
運営マニュアルを要配慮者目線
で見直す。

当事者が参加、協力する福祉避
難所の開設等訓練を実施できて
いる。

○
当事者の声を反映してマニュアル
の見直しを実施できている。

継続してマニュアルの見直しを行
う。すべての障害者を福祉避難所
で対応できないため、一般避難
所、特定福祉避難所との役割を整
理したマニュアル見直しをしてい
く。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

事業の継続実施

・令和元年度もシルバー人材セ
ンターへ委託した。実績は7月に
１件のみであった。

○

家具転倒防止器具の取り付けを必
要としている世帯にサービスを提
供することができた。
※実績
　27年度･･ 1世帯
　28年度･･ 2世帯
　29年度･･ なし
　30年度･･ 1世帯
　元年度･･ 1世帯

事業を必要としている人にサービ
スを提供し、地震発生時の被害軽
減に努める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

事業の継続実施
事業の継続実施を行った。自主
防災組織５団体が実施した。
（59団体/73団体）

○ 5年間に14団体が実施した。
自主防災組織連絡協議会の理事会
や総会で実施依頼をしていく。

３：継続
（現状維
持）

危機管理課

設置者へ配慮を働きかける。
引続き、視覚や聴覚障害者への
配慮を働きかけた。

○
避難所を開設・運営をする際は、
各障害のある人への配慮するよう
働きかけた。

継続して設置者へ働きかけを行
い、障害のある人への配慮を求め
る。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

必要な備品を計画的に配置する
よう努める。

備蓄計画に基づき備蓄品を購入
し、各避難所に順次配備してい
る。

○
H28に策定した備蓄計画に基づき
備蓄品を購入し、各避難所に配備
した。

備蓄計画に基づいて備蓄品を購入
して、各避難所に配備していく。

３：継続
（現状維
持）

危機管理課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

○

№52

(1)
防
災
対
策
の
推
進

１
　
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く
り

№56

第
３
章
　
生
活
環
境

避難所における障害のある人への配慮
避難所においては、障害のある人が安全に
移動できるような配慮に努めます。また、
視覚障害や聴覚障害のある人への情報伝達
の配慮や必要備品の設置に努めます。

避難行動要支援者支援制度の推進
市広報紙やまちかど講座等を通じて避難行
動要支援者支援制度の普及啓発を行い、登
録の推進に努めます。

№54

№55

福祉避難所における訓練の実施
福祉避難所において、要配慮者が参加する
災害時訓練を実施します。実施にあたって
は、企画段階から障害のある人等の参加を
得ていきます。

家具転倒防止事業の推進
地震発生時における被害の軽減を図るた
め、家具転倒防止事業を推進します。
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情報弱者へ窓口などで周知に努
める。

周知に努め、ハザードマップを
希望された相談者に対し危機管
理課を案内した。

○
一般避難所だけでなく、福祉避難
所が開設されることや避難場所の
広報・啓発を行った。

継続して行い、一般避難所・福祉
避難所等の周知を徹底していく。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

関係課で受入体制を協議し、周
知に努めます。

関係各課による検討分科会を開
催し、受入体制の協議を行いま
した。

○

特定福祉避難所での避難者の受け
入れルールや報告様式の作成な
ど、災害時発生時に混乱しないよ
う逐次準備を進めている。

引き続き関係各課が集まる場を定
期的に設け、適切な広報・啓発を
行えるよう協議していく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉課

福祉避難所運営訓練の結果を記
事にして社協だよりに掲載する
など、啓発に努める。

市広報による啓発を踏まえ、社
協だよりでも福祉避難所につい
て周知した。

○

周知は進んでいるが、一般・福
祉・特定福祉避難所と在宅でその
まま生活するという選択肢をきち
んと当事者に伝えていく必要があ
る。

障害者=福祉避難所という誤解を
解消していくために、周知を継続
して実施していく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

マップ、広報、ホームページ等
いろいろな媒体を活用して広
報・啓発に努める。

マップ、広報、ホームページ等
いろいろな媒体を活用して広
報・啓発に努めた。

○
マップ、広報、ホームページ等い
ろいろな媒体を活用して広報・啓
発に努めた。

今後もいろいろな媒体を活用して
広報・啓発に努める。

３：継続
（現状維
持）

危機管理課

№58

サービス提供事業者における防災対策の促
進
障害のある人の安全を確保するために、
サービス提供事業者に対して、防災計画の
作成や防災訓練の実施、施設や設備等の安
全点検等災害対策の推進について指導しま
す。

事業者へ協力を働きかける。
各サービス提供事業者が防災訓
練を実施していることを確認し
た。

○ ○

Ｈ30年度総合防災訓練で特定福祉
避難所において訓練を実施した。
また、各サービス事業者の防災訓
練の実施を確認できた。

定期的な訓練の実施や安全点検を
行い、防災対策の推進を行う。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

必要な物資を順次配備してい
く。

特定福祉避難所への配備が完了
したため未実施。

－
18か所の特定福祉避難所へ必要な
備蓄を配備した。

18か所ある特定福祉避難所へ必要
な備蓄を配備した。

１：完了 危機管理課

設置者へ必要な物資を働きかけ
る。

特定福祉避難所への配備が完了
したため未実施。

－
H30で18か所の特定福祉避難所へ
の必要な備蓄の配備を完了した。

18か所ある特定福祉避難所へ必要
な備蓄を配備した。

１：完了 障害福祉課

事業の継続実施

令和元年度もテガルス(ⅰ-fax)
を防災の日に併せ情報提供訓練
を実施した。災害発生時の情報
提供は無。(災害未発生の為)

○
テガルス(ⅰ-fax)登録者について
定期的に災害時の情報伝達訓練を
行うことができた。

定期的に情報伝達訓練を行い、災
害発生時に迅速かつ適切に情報伝
達が行えるような体制を整える。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

事業の継続実施
事業の継続実施を行った。
R01防災ラジオ販売数…489台

○ 5年間に5,985台を販売した。 今後も継続して販売していく。
３：継続
（現状維
持）

危機管理課

№61

徘徊知的障害者（児）家族支援事業の実施
徘徊の症状がみられる知的障害のある人に
対して、所在が不明となったときに備え、
徘徊知的障害者（児）家族支援事業を実施
します。

事業の継続実施
令和元年度もセコムに委託し事
業を継続実施した(利用者は3人)

○ ○

徘徊の症状がみられる知的障害の
ある人が所在不明となった場合に
備え、位置情報を提供する機器の
貸し出しを行った。

今後も事業を継続して実施し、徘
徊の症状のある知的障害のある人
や家族を支援する。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

情報弱者に対し適切な相談窓口
へつなげる。

必要な相談者に対し、適切な相
談窓口を案内した。

○
必要な相談窓口を案内し、専門的
な支援に繋げた。

継続して専門的な窓口を案内し、
相談者を支援できるようにする。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

悪質商法等に関する情報収集と
啓発物等を活用した情報発信
消費生活センターや日本司法支
援センターとの連携

市ホームページにより周知した ○ 概ね達成した。 引き続き継続が望ましい。
３：継続
（現状維
持）

商工課

３：継続
（現状維
持）

１：完了

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

－

○

○

(2)
緊
急
時
の
情
報
の
発
信

№62

(3)
消救
費済
者・
ト交
ラ通
ブ安
ル全
の教
防育
止の
と実

緊急時の情報提供
緊急時の情報発信として、インターネット
ＦＡＸや防災ラジオ等の普及を図り、災害
時における被害の軽減に努めます。

消費者トラブルの防止と被害からの救済
障害のある人が、悪質商法等の被害に遭う
ことのないよう情報収集と発信を行うとと
もに、被害からの救済のため、必要に応じ
て消費生活センターや日本司法支援セン
ター（法テラス）等の相談窓口へつなげて
いきます。

避難所・避難場所の周知
障害のある人に一般避難所や福祉避難所等
を周知するため、避難所・避難場所の広
報・啓発を実施します。

特定福祉避難所の機能の充実
専門性の高いケアが必要な人を受け入れる
ため、特定福祉避難所に指定している、障
害福祉施設や特別支援学校に対して、災害
時に必要な物資の配備を順次進め、災害に
備えます。

№59
◎

№60

№57
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№63

交通安全教育の実施
障害のある人が、交通事故等に遭うことが
ないよう、交通安全教育を実施します。 特別支援学校での交通安全教室

の実施
10/11開催(高等部) ○ ○

開催実績
H27年度6/4(中・高)
H28年度6/1(中・高)　6/7(小)
H29年度6/12(小)　8/22(中・高)
H30年度6/4(小)　 6/22(中・高)

警察とも連携し、交通安全教室を
実施していきます。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

市民安全課

№64

公共施設のユニバーサルデザインの推進
公共施設を新設するときには、ユニバーサ
ルデザインによる設計を推進します。

新設時にユニバーサルデザイン
による設計を検討する。

錦町小学校、志貴小学校、北部
調理場

○ ○
ユニバーサルデザインによる設計
を推進することができた。

引き続き、新設の際はユニバーサ
ルデザインによる設計を推進す
る。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

施設保全課

条例等に沿ったユニバーサルデ
ザインの推進

自転車ネットワーク事業に合わ
せ歩道段差の軽減を図った。
苦情のあった歩道段差の解消を
行った。

○

歩道等の維持・改修時には、ユニ
バーサルデザインに配慮した整備
を行った。維持補修では対応に限
度があるため、どこまで対応する
のか判断が難しい。

歩道等の維持・改修時には、ユニ
バーサルデザインに配慮した整備
を行う。

３：継続
（現状維
持）

維持管理課

事業の継続実施
歩道整備
市道里荒畑5号線ほか2路線
L=1643.0ｍ

○

【成果】総延長3763.9ｍの歩道整
備を実施した。
【課題】実施にあたり事業費の確
保が必要。

事業を継続する。
３：継続
（現状維
持）

土木課

交通事業者へユニバーサルデザ
インタクシーの普及促進を図り
ます。

交通事業者に対してユニバーサ
ルデザインタクシーの購入費補
助を実施

○

市内の鉄道駅は全てバリアフリー
化が完了した。また、ユニバーサ
ルデザインタクシーの普及促進を
図ることができた。

１：完了 都市計画課

№66

障害者用トイレの多機能化の推進
公共施設を新設するときには、オストメイ
ト対応トイレの設置に努めます。また、必
要に応じて大人用のオムツ換えや着替え等
に利用できるベッドの設置に努めます。

新設時に障害者用トイレの多機
能化について検討する。

安城北中学校 ○ ○
オストメイト対応トイレの設置を
推進することができた。

引き続き、オストメイト対応トイ
レの設置を推進する。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

施設保全課

№67

市営住宅のバリアフリー化の推進
障害のある人の快適な住まいを確保するた
め、市営住宅のうち既存施設には、バリア
フリー化を推進します。

市営住宅の段差解消等を行う住
戸改善を計画的に実施する。

市営住宅長寿命化計画では、今
年度実施予定はなかったが、未
実施の部屋が退去したので、1戸
実施した。

○ ○
ほぼ計画どおりにバリアフリー化
を進められているが、入居者の都
合で実施できない部屋がある。

市営住宅長寿命化計画に基づき、
住戸内のバリアフリー化を進めま
す。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

建築課

住宅改修に関する相談等を行う
ため、リフォームヘルパーの派
遣を引き続き実施しつつ、より
効果的かつ効率的な住宅改修に
つながるよう、現事業の廃止及
び新たな手法の検討を行い、事
業の見直しを図ります。

現事業を廃止することに伴い、
高齢者の介護及び介護予防のた
めの住宅改修が速やかに実施で
きるよう、人にやさしい住宅リ
フォーム助成事業を見直しまし
た。

○

人にやさしい住宅リフォーム助成
事業を利用しやすい制度に見直
し、令和元年度をもってリフォー
ムヘルパー派遣事業を廃止しまし
た。

（高齢者の介護及び介護予防に資
する住宅改修が実施できるよう、
人にやさしい住宅リフォーム助成
事業を継続して実施します。）

７：事業
廃止

高齢福祉課

現行制度を維持しつつ、高齢福
祉課の見直しにあわせて、効果
的、効率的な手法の検討を行い
ます。

5件の住宅改修があった。
また、高齢福祉課の見直しに合
わせ障害者の住宅改修が速やか
に実施できるように改正ができ
た。

○
H27、H28、H29、H30、R1に5件の
改修実績があった。

「在宅重度身体障害者住宅改修費
給付事業」の手続きを簡素化する
ことにより、リフォームヘルパー
の派遣事業を廃止した。

７：事業
廃止

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

７：事業
廃止

○

○№68

№65

(2)
住
ま
い
の
充
実

と実
　施
　

リフォームヘルパー派遣事業の実施
リフォームヘルパーを派遣し、相談や専門
的なアドバイスを行う等、障害のある人へ
適切な住宅改修ができるよう支援します。

交通環境のユニバーサルデザインの推進
歩道等の維持・改修時には、県の人にやさ
しい街づくりの推進に関する条例等に沿っ
たユニバーサルデザインを推進します。ま
た、公共交通機関の事業者へ施設の改善を
働きかけます。

２
　
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

(1)
人
に
や
さ
し
い
施
設
の
整
備
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№69

乳児家庭全戸訪問の実施
生後４か月を迎えるまでの乳児のいる全家
庭を訪問し、育児不安の軽減および育児の
孤立の防止を図るとともに、支援が必要な
家庭に対し、養育支援訪問等のサービスに
つなげていきます。

継続実施 実施できた ○ ○
生後４か月以内にほとんど訪問で
きた

引き続き実施し、育児不安の軽減
や育児の孤立防止に努めます

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

健康推進課

№70

乳幼児健康診査の実施
乳幼児期における発達の遅れや疾病を早期
に発見し、適切な支援、療育につなげるた
め、乳幼児健康診査を実施します。また、
保護者と成長発達を確認し、発達に伴う問
題や不安のある保護者を支援します。

継続実施 継続実施 ○ ○ 乳幼児健診を実施した。

引き続き乳幼児健康診査を実施す
ることで、発達の遅れや疾病を早
期に発見し、適切な支援へつなげ
ていきます。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

健康推進課

№71

相談・訪問の実施
乳幼児健康診査において発達に心配のある
場合は、相談・訪問にて指導・支援を行い
ます。

継続実施 継続実施 ○ ○ 発達心理相談を実施した。
引き続き発達心理相談を実施し、
また、訪問により支援していきま
す。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

健康推進課

№72

１歳６か月児健診事後指導会（親子教室）
の実施
育児不安や発達に心配のある親子に対し、
療育センターや関係機関と連携して集団指
導を実施します。

事業の継続実施 継続実施 ○ ○
継続して実施した。
中断した親子の状況把握と専門職
によるフォローを実施していく。

継続実施
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

保育カウンセラー訪問
　臨床心理士　６４回
　作業療法士　３０回　実施

訪問相談として継続実施
臨床心理士　６６回
作業療法士　４４回

○
継続して実施した。
園での指導内容をあんステップの
相談に活かしていく。

園の保育士や訪問相談及び外来相
談の専門職との連携を継続実施

３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

継続実施
子どもを取り巻く関係者、関係
機関が連携し、年長児の適正な
就学を図った。

○

幼稚園・保育園・こども園での情
報をもとに、アンステップの臨床
心理士による園訪問や就学相談を
実施した。また、就学時健康診断
時の教育相談で発達障害のある児
童の早期発見と指導に努めた。

幼稚園・保育園・こども園での情
報をもとに、アンステップの臨床
心理士による園訪問や就学相談、
さらには、就学時健康診断時の教
育相談で発達障害のある児童の早
期発見と指導に努めます。

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№74

相談窓口の充実
療育に関する相談時間を拡大する等、相談
の機会を増やすことにより、相談窓口の充
実を図ります。

相談時間を拡大 継続実施 ○ ○

相談窓口の充実を図ることができ
た。
増え続ける相談に対応するため
に、支援体制の更なる強化が必要
となっている。

継続実施
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

わかりやすい相談窓口案内に努
めます。

相談窓口について市ホームペー
ジや関連ウェブサイトに掲載
し、周知を行った。窓口にもあ
んステップのリーフレットを設
置し、案内した。

○

あんステップが整備され、相談窓
口が集約されたため、相談窓口の
案内は、以前よりわかりやすく
なった。

引き続き相談窓口の周知を行って
いく。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課
学校教育課
健康推進課

相談窓口の集約化により、効率
的な運営を図るとともに、専門
職による相談の充実を図る。

あんステップにて相談窓口を集
約し、専門職による相談を実施
した。

○
専門職による相談を実施した。

専門職相談の継続実施
３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

第
４
章
　
療
育
・
教
育
・
子
育
て

相談窓口の明確化
保健センター、子育て支援センター、療育
センター、教育センター等で行う子どもの
発達や療育に関する相談については、相談
先がわかりやすいよう窓口の周知に努めま
す。また、「（仮称）子ども発達支援セン
ター」の整備により、これらの窓口の統合
や連携強化を推進します。

１
　
子
ど
も
発
達
支
援
の
充
実

(2)
療
育
相
談
の
充
実

(1)
乳
幼
児
健
康
診
査
等
の
充
実

№75

発達障害の早期発見
３歳児健康診査までに発達障害が見つから
ない場合に対処するため、幼稚園・保育園
での健康診断や保育士等の気づき、保育カ
ウンセラーによる園訪問、さらには、就学
時の健康診断、小学校のスクールカウンセ
ラーによるカウンセリング等を行い、発達
障害のある児童の早期発見と指導に努めま
す。

№73



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

療育関係機関連絡会年２回実
施。
８月と２の開催予定。

発達支援ネットワーク会議を２
回開催
（開催日　8月30日、2月26日）

○

定期的に開催することで関係機関
相互の連携を強化することができ
た。
ニーズの把握や連携強化を図るた
め、継続して実施する必要があ
る。

継続実施
３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

継続実施

市教育委員会の担当者や臨床心
理士が定期的に会に参加し、教
育センター教育相談について説
明、業務連携を図った。

○

市教育委員会の担当者や臨床心理
士が定期的に情報交換会を開催す
ることにより、保健・療育・教育
の各分野間の連携を強化し、早期
療育の連続・一貫した支援体制の
充実を図った。

市教育委員会の担当者や臨床心理
士が定期的に情報交換会を開催す
ることにより、保健・療育・教育
の各分野間の連携を強化し、早期
療育の連続・一貫した支援体制の
充実を図ります

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

相談支援を通して様々な節目
で、支援が途切れないよう関係
部署や機関との情報共有に努め
ます。

関係機関や専門職同士の連携の
ための情報共有を行った。

○
相談支援が途切れないよう必要に
応じて関係機関との情報共有や連
携を行った。

引き続き関係機関との連携し、相
談支援が適切に行えるよう努めて
いく。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課
健康推進課
社会福祉協
議会

集約による利点を生かした事業
運営を行う中で、関係機関との
連携を強化していく。

関係機関や専門職同士の連携の
ための情報共有を行った。

○ 関係機関との連携を行った。 継続実施
３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

児童生徒を取り巻く関係者や関
係機関と連携し、切れ目のない
支援体制の充実を図る。

幼小及び小中の連携を密にする
とともに、自立支援協議会と連
携し福祉面からも切れ目ない支
援体制を構築した。

○

医療、教育、福祉等の支援内容の
情報を共有し、生涯にわたり、一
貫した支援を実施することに課題
がある。

乳幼児期から成人期までの成長
や、医療、教育、福祉等の支援内
容を共有し、生涯にわたり、一貫
した支援体制の構築を図ります。

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

療育支援を子ども発達支援セン
ターで実施する。集約化により
効率的な運営を図るとともに、
関係機関と連携していく。

専門者による相談を実施した。
関係機関と担当者会議を年3回実
施

○

継続して実施することで保護者の
育児不安を解消することができ
た。
相談件数は増加傾向にあり、支援
体制の強化する必要がある。

継続実施
３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

継続実施 継続して実施できた ○

訪問や教室、健診の機会などを通
じて子育て情報の提供ができた。
また、支援を必要とする家庭の把
握に努め、必要な支援・サービス
につなげた。

引き続き子育て支援事業を実施
し、育児不安の解消等に努めます

３：継続
（現状維
持）

健康推進課

№79

（仮称）子ども発達支援センターの整備
早期療育を必要とする児童の増加や相談機
能の充実等に対応するため、療育セン
ター、サルビア学園を併せ、さらに機能を
高めた「（仮称）子ども発達支援セン
ター」の整備を推進します。

事業完了 － － － Ｈ30整備完了 １：完了 １：完了
子ども発達
支援課

子ども発達支援センターの整備
にあわせ協議

公立保育園10回、私立保育園3
回、小学校4回訪問支援実施。

○
継続して実施した。
園での状況について情報共有を強
化する必要がある。

継続実施
３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

適切な事務の実施。
子ども発達支援課のサルビア学
園が事業所として実施。適切に
サービス決定を行った。

○ 継続してサービス決定を行った。 継続実施
３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

○

(3)
情
報
交
換
　
、
協
力
体
制
の
充
実

(4)
療
育
体
制
の
充
実

№77

分野間の連携による支援体制の充実
療育担当者会や関係機関同士の情報交換会
を開催することにより、保健・療育・教育
の各分野間の連携を強化し、早期療育の連
続・一貫した支援体制の充実を図ります。

各種子育て支援事業による育児不安の解消
各種子育て支援サービス情報の提供や相
談･助言を行うことにより、保護者の育児
不安の解消に努めます。また、早期療育等
へつながるよう、関係機関との連携を図り
ます。

保育所等訪問支援の実施
保護者からの依頼により、障害児支援に関
する知識と指導経験のある保育士等が、保
育園等を訪問し、集団生活に適応するため
の支援を必要とする子に、保育園等の担当
職員と共に必要な支援について考え、個々
の特性に合わせた助言をご家族に行いま
す。

生涯を通じた支援のための情報共有
乳幼児期から成人期までの成長や、医療、
教育、福祉等の支援内容等を一貫した情報
として共有することにより、生涯を通じた
支援を行います。

№76

№78

№80



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

子ども課臨床心理士　６４回
教育センター　　　　３０回

訪問相談１１０回
年長児園訪問

○
専門職による訪問相談を実施し
た。

継続実施
３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

継続実施

幼・保育園、保育課、各小学校
との連携強化を図り、園訪問で
の園児の観察から就学相談まで
を速やかに進めることができ
た。

○

発達障害等のある児童の発見や支
援をするため、幼稚園・保育園・
認定こども園への臨床心理士によ
る園訪問や就学相談により５歳児
の支援を実施した。

発達障害等のある児童の発見や支
援をするため、幼稚園・保育園・
認定こども園への臨床心理士によ
る園訪問や就学相談により５歳児
の支援を実施する。

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№82

統合保育の推進
幼稚園、保育園、認定こども園において
は、障害のある児童の教育・保育のニーズ
を受け止め、障害のある児童もない児童
も、一緒に生活する中でともに育ちあう教
育・保育を推進します。

事業の継続実施 継続 ○ ○

幼稚園、保育園、認定こども園に
おいて、障害のある児童も共に生
活ができるよう連携を図りながら
教育・保育を推進してきた。

事業継続
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

保育課

№83

交流保育の推進
障害のある児童とない児童とのふれあいを
図るため、サルビア学園と保育園等の交流
保育を推進します。

事業の継続実施
えのき保育園6回、城ヶ入保育園
8回、赤松保育園6回実施。

○ ○

継続して実施した。
園との連携を密にして効果的な支
援を行うためには、訪問回数や交
流手段について検討する必要があ
る。

継続実施
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

№84

放課後児童クラブへの受入れの推進
特別支援教育を受ける小学生で、昼間保護
者が留守になる児童について、放課後児童
クラブへの受入れを推進します。

継続実施していく
関係機関、小学校とケース検討
会等を実施するなど、連携強化
を図った。

○ ○

H27～R1の５年間で児童クラブの
利用児童は1,565人から2,127人へ
激増し、障害児や障害の疑いのあ
る児童も増えている。
集団生活ができることを条件に受
け入れているが、児童支援員が不
足している状況で、多動や他害の
ある児童は１対１以上で対応して
おり、現場は苦慮している。

障害のある児童の受け入れを継続
していくが、慢性的に児童支援員
が不足しており、障害児支援の専
門的知識のある人員の確保はさら
に難しい状況である。
児童クラブ内での対応・解決が難
しいケースも多く、特別支援学級
教員や相談支援専門員との連携を
強化し、当該児童に適した支援や
居場所を話し合う場が必要であ
る。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

子育て支援
課

№85

小中学校への介護員の派遣
安城市立の小中学校に在学する肢体不自由
の児童生徒が、学校生活において、一時的
に保護者の付添いができない場合は、介護
員を派遣し、通学の維持を図ります。

必要に応じて事業の実施

平成30年度まで実績がなかった
ため安城市肢体不自由児童・生
徒介護員派遣事業実施要綱を
H30.11.1付けで廃止。また、教
育委員会において同様の要綱が
整備・実施されている。

－ －

教育委員会の平成28年４月１日施
行「安城市スクールアシスタント
配置事業実施要綱」により実施。
それ以前は「安城市特別支援教育
補助員配置事業実施要綱」で実施
されていた。

７：事業
廃止

７：事業
廃止

障害福祉課

№86

放課後等デイサービスの充実
放課後等デイサービスについては、ニーズ
に対応するため、新規事業者の参入を促進
し、質の充実と量の確保を図ります。

サービスの質・量の充実につい
て協議を継続

児童担当者会において支援員の
スキルアップを目的として、勉
強会や事例検討を行った。

○ ○

自立支援協議会児童担当者会が支
援員のスキルアップを目的とした
勉強会や事例検討を行い、サービ
スの質、量が充実したため、利用
日数が倍増している。

ニーズが高まっており、支援員向
けの勉強会や事例検討を定期的に
行い、サービスの質をより充実さ
せていく。また、放課後等デイ
サービス事業や日中一時支援事業
を含めて障害児の事業を総合的に
研究していきます。

２：継続
（拡充）

２：継続
（拡充）

障害福祉課

№87

ファミリー・サポート・センター事業の推
進
障害のある児童の子育て支援活動を充実す
るため、援助会員の確保や研修の充実を図
ります。 講習会や研修会の実施

会員に講習会（４回）や研修会
（２回）を開催した。

△ △

講習会や研修会は、子どもの遊び
や事故防止、AEDや心肺蘇生法等
の内容であり、障害のある児童の
支援は含まれていなかった。ま
た、障害児支援の資格も知識もな
い提供会員が、講習や研修を受講
しただけで、障害のある児童を安
全に支援できるかが課題。

提供会員の多くは資格や専門的知
識のない方であり、障害のある児
童の見守りや送迎を１対１で行う
状況について、安全性が担保され
ているとは言い難い。障害児の
ファミサポ利用については、障害
福祉サービスとの整合性を図り、
安心・安全に支援できるルールづ
くりが必要と考える。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

子育て支援
課

３：継続
（現状維
持）

○

２
　
子
育
て
支
援
の
充
実

(1)
統
合
保
育
・
交
流
保
育
の
推
進

(2)
子
育
て
支
援
の
充
実

№81

臨床心理士による指導の実施
発達障害等のある児童の発見や支援をする
ため、幼稚園・保育園・認定こども園への
保育カウンセラーによる園訪問、教育セン
ターの臨床心理士による５歳児の支援を実
施します。



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

療育関係機関連絡会年２回実
施。
８月と２月の開催予定。

発達支援ネットワーク会議を２
回開催
（開催日　8月30日、2月26日）

○

定期的に開催することで関係機関
相互の連携を強化することができ
た。ニーズの把握や連携強化を図
るため、継続して実施する必要が
ある。

継続実施
３：継続
（現状維
持）

子ども発達
支援課

児童生徒のもてる力を伸ばす支
援を他機関と連携して行う。

療育担当者会等に参加し、関係
機関の連携強化を図った。

○

保護者の教育上の悩みや不安を解
消するため、教育センター、療育
センター、サルビア学園、特別支
援学校等関係者による療育担当者
会等を開催し、関係機関の連携強
化を図った。

保護者の教育上の悩みや不安を解
消するため、教育センター、療育
センター、サルビア学園、特別支
援学校等関係者による療育担当者
会等を開催し、関係機関の連携強
化を図ります。

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

引き続き連携強化を図っていく
関係機関等が担当者会等に参加
し、連携強化を図った。

○

令和元年度に児童担当者会が関連
機関と合同会議を開催したが、単
年ではなく継続して行うことが必
要である。

自立支援協議会こどもグループを
中心に教育機関と合同会議を開催
し、連携強化を図る。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№89

教育センターの相談支援体制の充実
相談数の増加に対応するため、家庭教育相
談員・臨床心理士等の相談時間の拡大に努
め、教育センターでの相談の充実を図りま
す。
また、「（仮称）子ども発達支援セン
ター」の整備にあわせて事業の連携を図り
ます。

臨床心理士などの専門家による
相談
継続して実施

アンステップで行われる発達相
談と、教育センターで行う教育
相談について随時相談し合い、
利用者にとってよりよい相談体
制の整備を行った。

○ ○

教育センターでの教育相談やアン
ステップでの発達相談、就学相談
の充実に努め、利用者によりよい
相談体制を構築した。

利用者にとってよりよい相談活動
となるよう、さらに教育センター
での教育相談やアンステップでの
発達相談、就学相談の充実に努め
ます。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

子ども発達支援センターが中心
となって、次年度の子どもの小
学校就学に心配のある保護者が
就学相談できるよう連携を図
る。

園訪問、就学相談を中心に幼保
小の連携を図った。

○
幼稚園、保育園、認定こども園に
おいて園訪問を実施し、就学前児
童（５歳児）の実態を把握した。

幼稚園、保育園、認定こども園に
おいて園訪問を実施し、就学前児
童（５歳児）の実態を把握に努め
るとともに、アンステップを中心
とした就学相談の充実を図りま
す。

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

子ども発達支援センターが中心
となって、次年度の子どもの小
学校就学に心配のある保護者が
就学相談できるよう連携を図
る。

継続 ○

あんステップ♬、教育センター、
安城市内全ての幼稚園、保育園、
認定こども園が連携を図り、就学
相談できる体制を整え実施でき
た。

事業継続
３：継続
（現状維
持）

保育課

№91

卒業時の就学就労相談の充実
卒業時における就学・就労に関する相談の
充実を図ります。 継続実施

自立支援協議会と就学就労に関
する情報交換をし、学校での就
学就労に役立てた。

○ ○
卒業時における就学・就労に関す
る相談の充実を図った。

卒業後の就学・就労に関する相談
活動を早期に実施することで充実
を図ります。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№92

本人・保護者の意見を尊重した就学先の決
定
障害のある児童生徒、保護者の意見を最大
限尊重し、本人・保護者と市教育委員会、
学校等が、教育的ニーズと必要な支援につ
いて合意形成を行うことを原則として、市
教育委員会が就学先を決定します。

継続実施

就学先の相談が必要な未就学児
については、市教育委員会が主
体となり、関係機関と連絡を取
りながら適切な就学に努めた。

○ ○

障害のある児童生徒、保護者の意
見を最大限尊重し、本人・保護者
と市教育委員会、学校等が、教育
的ニーズと必要な支援について合
意形成を行うことを原則として、
市教育委員会が就学先を決定し
た。

障害のある児童生徒、保護者の意
見を最大限尊重し、本人・保護者
と市教育委員会、学校が専門的な
立場の意見も取り入れながら、教
育的ニーズと必要な支援について
合意形成を行うことを原則とし
て、市教育委員会が就学先を決定
します。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№93

多様な学びの場の充実
教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提
供できるよう、小中学校における通常の学
級、通級による指導、特別支援学級、特別
支援学校という連続性のある「多様な学び
の場」のそれぞれの充実を図ります。

継続実施

校内教育支援委員会を中心に話
し合いを行い、個々の児童生徒
に適した学びの場の提供に努め
た。

○ ○

小中学校における通常の学級、通
級による指導、特別支援学級、特
別支援学校という連続性のある
「多様な学びの場」の充実を図っ
た。

教育的ニーズに最も的確に応えた
指導を提供できるよう、小中学校
における通常の学級、通級による
指導、特別支援学級、特別支援学
校という連続性のある「多様な学
びの場」のそれぞれの充実を図り
ます。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

３
　
イ
ン
ク
ル
ー
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ブ
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(2)
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ン
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｜
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
構
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(1)
教
育
相
談
等
の
充
実

関係機関の連携強化
保護者の教育上の悩みや不安を解消するた
め、教育センター、療育センター、サルビ
ア学園、特別支援学校等関係者による療育
担当者会等を開催し、関係機関の連携強化
を図ります。

№90

保育園等の就学相談支援体制の維持
全ての幼稚園、保育園、認定こども園にお
いて、就学前児童（５歳児）の就学相談が
実施できる体制を維持します。
また、「（仮称）子ども発達支援セン
ター」の整備にあわせて事業の連携を図り
ます。

№88
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№94

合理的配慮の提供
合理的配慮については、児童生徒一人ひと
りの障害の状態や教育的ニーズ等に応じて
市・学校と本人・保護者間で可能な限り合
意形成を図った上で決定し、提供します。

継続実施

市教育委員会が中心となり、
市、学校、保護者間で児童生徒
の学習環境についての話し合い
を継続し、合意形成に努めた。

○ ○

児童生徒一人ひとりの障害の状態
を把握し、教育的ニーズに応じて
市・学校と本人・保護者間で可能
な限り合意形成を図った上で決定
し、提供した。

合理的配慮については、児童生徒
一人ひとりの障害の状態や教育的
ニーズ等に応じて市・学校と本
人・保護者間で可能な限り合意形
成を図った上で決定し、提供しま
す。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№95

特別支援教育の体制の充実
特別支援教育の体制の充実を図るため、特
別支援教育コーディネーター養成を目的と
した研修会・情報交換会を実施し、必要な
人材の確保に努め、さらに校内教育支援委
員会等の研修を通じて広く周知します。

継続実施
特別支援教育コーディネーター
の計画的な研修、校内教育支援
委員会での話し合いを行った。

○ ○

特別支援教育の体制の充実を図る
ため、特別支援教育コーディネー
ター研修を年１回実施した。その
内容を校内の研修会等で広く周知
した。

特別支援教育の体制の充実を図る
ため、特別支援教育コーディネー
ター研修及び情報交換会を実施
し、校内教育支援委員会等の研修
を通じて広く周知します。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№96

通級指導の充実
障害特性にあわせた学習支援をするため、
通級指導担当教員研修等を開催し、教職員
の専門知識の習得と資質向上を図り、通級
指導の充実に努めます。

継続実施

通級指導担当教員の研修を計画
的に行った。また、自主研修会
で有志による学習会も行った。
適切な時間数で指導ができるよ
うに、学校同士の組み合わせの
見直しを行った。

○ ○

障害特性にあわせた学習支援をす
るため、通級指導担当教員研修等
を年２回開催し、教職員の専門知
識の習得と資質向上を図り、通級
指導の充実に努めた。

障害特性にあわせた学習支援をす
るため、通級指導担当教員研修等
を開催し、教職員の専門知識の習
得と資質向上を図り、通級指導の
充実に努めます。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№97

特別支援教育補助員事業の充実
個別支援の対象となる児童やその集団の健
やかな成長を図るため、特別支援教育補助
員には、各種障害の知識や適切な支援の研
修を実施し、質的な充実を図ります。

継続実施
スクールアシスタントへの計画
的な研修を行った。

○ ○

個別支援の対象となる児童やその
集団の健やかな成長を図るため、
スクールアシスタント研修を年１
回実施し、質的な充実を図った。

個別支援の対象となる児童やその
集団の健やかな成長を図るため、
スクールアシスタントには、各種
障害の知識や適切な支援の研修を
実施し、質的な充実を図ります。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

改修時に、バリアフリー化を実
施

丈山小学校校舎中規模改修（1/2
期）
安城北中学校校舎中規模改修
（2/3期）

○

校舎中規模改修（高棚小、丈山小
（1期）安城北中（1・2期）、東
山中）
校舎トイレ改修（安城南部小、安
城北部小、錦町小、桜井小、祥南
小、丈山小、二本木小、里町小、
桜町小、桜林小、新田小、今池
小、三河安城小、梨の里小、安城
北中、明祥中、桜井中、安祥中、
篠目中）
屋内運動場トイレ改修（安城南部
小、安城東部小、高棚小、明和
小、志貴小、作野小、祥南小、丈
山小、里町小、桜町小、桜林小、
新田小、今池小、安城南中、安城
北中、明祥中、安城西中、桜井
中、安祥中、篠目中）

校舎の中規模改修を計画に沿って
進め、バリアフリー化を実施する

３：継続
（現状維
持）

教委総務課

事業の継続実施
学校へのﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ設置がなかっ
たため、未実施。

－

5年間に16か所の小中学校にﾏﾝﾎｰﾙ
ﾄｲﾚを設置し、その際に避難所の
建物からﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚまでのﾙｰﾄがﾊﾞﾘ
ｱﾌﾘｰとなるよう配置を考慮した。

これまで学校にﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚを設置す
る際に避難場所からﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚまで
のﾙｰﾄのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化などを進めてき
たが、下水道整備地域の学校への
設置が完了した。

１：完了 危機管理課

№99

学校・行政・職安の協力
障害のある生徒の状況に適した進路指導を
行うため、学校と行政および公共職業安定
所が協力し、就学・就職への支援をしま
す。

継続実施
卒業後の適切な進路決定につい
て、関係機関との連携に努め
た。

○ ○

障害のある生徒の状況に適した進
路指導を行うため、学校と行政お
よび公共職業安定所が協力し、就
学・就職への支援を行った。

障害のある生徒の状況に適した進
路指導を行うため、学校と行政お
よび公共職業安定所が協力し、就
学・就職への支援をします。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№100

職場見学・説明会等の実施
障害のある生徒に自らの進路に対して関心
を持ち、考えてもらうため、卒業生の体験
談、職場見学･実習、学校説明会・見学会
等を実施します。

継続実施
卒業後の進路決定やＮＰＯ等と
の相談活動で情報提供に努め
た。

○ ○

障害のある生徒に自らの進路に対
して関心を持ち、考えてもらうた
め、卒業生の体験談、職場見学･
実習、学校説明会・見学会等を実
施した。

障害のある生徒に自らの進路に対
して関心を持ち、考えてもらうた
め、卒業生の体験談、職場見学･
実習、学校説明会・見学会等を実
施します。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

３：継続
（現状維
持）

○

築

№98

学校施設のバリアフリー化の推進
災害発生時における利用等の観点も踏まえ
つつ、学校施設のバリアフリー化を推進し
ます。

(3)
進
路
指
導
の
充
実
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就学後は就労相談員を活用し、
必要に応じて担当者会へつなげ
る。

特別支援学校等との連携により
卒業後の進路を考える会を実
施。

○

年１回特別支援学校や支援学級の
父兄向けに各事業所の活動内容を
紹介するブースを設け、内容を見
てもらう会を実施した。

特別支援学校等と連携して、卒業
後の進路を考える機会を提供して
いく。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

継続実施

就学後の相談、問題解決につい
て、校内教育支援委員会が中心
となり、市教育委員会と連携を
図りながら話し合いを行った。

○

市教育委員会、各学校の校内教育
支援委員会、特別支援学校等が連
絡をとり、適切な支援の実施に努
めた。

就学後のアフターケアについて
は、市教育委員会、各学校の校内
教育支援委員会、特別支援学校等
が連絡をとり、適切な支援の実施
に努めます。

３：継続
（現状維
持）

学校教育課

№102

多様な就労方法や技能取得制度の周知
テレワーク等多様な就労方法や技能取得制
度を周知するとともに、障害者就業・生活
支援センターと連携して障害のある人の雇
用を支援します。

技能習得制度のPRや障害者就
業・生活支援センターとの連携
強化を図り、障害のある人の雇
用への支援に努める。

引続き障害者就業・生活支援セ
ンター､愛知職業能力開発校との
連携に努めた。

○ ○
障害者就業・生活支援センター､
愛知職業能力開発校との連携に努
めた。

引続き障害者就業・生活支援セン
ター､愛知職業能力開発校との連
携をし、多様な就労方法や技能取
得制度の周知に努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

就労相談員を通じ、制度の啓発
や、障害のある人の雇用を希望
する企業等との取り次ぎを行
う。

令和元年度も就労相談員を１名
配置し、就労相談や企業への取
り次ぎを行った。

○
就農を希望する障害者に対し、Ｊ
Ａが実施する農家と就労希望者の
マッチング事業を案内した。

引き続き事業を継続し、就職を希
望する障害のある人の雇用を促進
する。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

市ウェブサイト等を通じた企業
等への各種助成制度や障害者雇
用率制度の周知

市ホームページにより周知した ○ 概ね達成した。 引き続き継続が望ましい。
３：継続
（現状維
持）

商工課

№104

障害者雇用の促進
特例子会社の設置の普及、就労継続支援Ａ
型の新規事業者の参入促進を図る等、新し
い形の就労の場の拡大に努めます。

自立支援協議会担当者会での啓
発

テレワークによる就労支援のた
め、ハローワーク刈谷及び障害
者雇用に関するシステム提供や
各種コーディネート業務を行う
企業と連携協定を締結した。

○ ○

自立支援協議会担当者会、ハロー
ワーク等と連携し、一般就労、福
祉的就労の促進に努めた。就労定
着には課題が多い。

障害のある人の一般就労の促進
と、福祉的就労の充実に引き続き
努める。

２：継続
（拡充）

２：継続
（拡充）

障害福祉課

法施行にあわせ、ＰＲの実施。

6月の民生委員勉強会、11月の碧
海信用金庫の窓口職員向け研修
会で講演し、周知を行った。
盲導犬を連れた障害者からの意
見を受け、市内へそうした障害
者の入店・入場に配慮を依頼し
た。

○
広報への記事掲載、民生委員勉強
会、市内企業（碧海信用金庫）向
け研修等で、周知を図った。

障害に対する理解の促進、差別や
偏見の解消は一朝一夕に進むもの
ではないため、広報あんじょうな
ど様々な媒体を活用した情報発
信、研修、行事等の機会をとらえ
て、引き続き広報・啓発活動に努
める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

市ホームページ等を通じた法制
度の周知

市ホームページにより周知した ○ 概ね達成した。 引き続き継続が望ましい。
３：継続
（現状維
持）

商工課

№106

就労移行支援の充実
就労移行支援の新規事業者の参入促進を図
ると同時に、サービスの質の確保に努めま
す。

自立支援協議会担当者会での参
入や拡大の働きかけや勉強会な
どで質の向上に努める。

今年度も自立支援協議会の担当
者会において継続実施した。

○ ○
自立支援協議会担当者会で就労移
行支援の新規参入の働きかけや勉
強会等を実施した。

自立支援協議会と協力し、就労移
行支援の新規事業者の参入促進に
努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№107

ジョブコーチ支援制度の周知
障害のある人と企業の間に立ち、就業と生
活の一体的支援を行うジョブコーチ（職場
適応援助者）の活用が図られるよう、制度
の周知を行います。

西三河南部西就業・生活支援セ
ンターと連携し、支援の推進に
努める。

引続き障害者就業・生活支援セ
ンターとの連携に努めた。

○ ○
障害者就業・生活支援センターと
連携し、ジョブコーチの活用が図
られるよう取り組んだ。

引き続き関係機関と連携して支援
に努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№108

職親制度の推進
知的障害や精神障害のある人を住み込みや
通いで雇用し、生活指導や就労指導を行う
職親委託制度を推進するため、職親の確保
に努めるとともに、事業の周知を行いま
す。

職親制度の確保等に努める。希
望者がある場合はＰＲを実施。

障害福祉課ウェブサイト｢その他
のサービス｣に職親制度の記事を
掲載し周知啓発を図った。令和
元年度実績0

○ ○
市ホームページに掲載し、周知啓
発を図った。

引き続き職親制度の確保に努め
る。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

第
５
章
　
雇
用
・
就
労

１
　
一
般
就
労
機
会
の
拡
大

企業等への制度の啓発
就労相談員の活動を通して障害のある人の
雇用拡大を働きかけるため、企業等に各種
助成制度や障害者雇用率制度を周知しま
す。№103

職場における合理的配慮の提供義務等の周
知
改正障害者雇用促進法、障害者差別解消法
等の施行を踏まえ、法に盛り込まれた、障
害のある人への差別の禁止や合理的配慮の
提供義務について広報・啓発に努めます。№105

(2)
雇
用
・
就
労
の
支
援

アフターケアの充実
就学後のアフターケアについては、市教育
委員会、各学校の校内教育支援委員会、特
別支援学校等が連絡をとり、適切な支援の
実施に努めます。

№101

(1)
雇
用
・
就
労
の
啓
発
・
広
報



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
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価

施策
５年間評

価
担当課

№109

市における障害者雇用の推進
障害者雇用率を達成するよう、計画的な採
用を行います。また、短時間労働等の雇用
形態、職域の拡大等を検討します。そし
て、精神障害者についても業務内容、採用
方法、人材育成方法等について研究を進め
ます。

引き続き、職員採用候補者試験
において身体障害者を募集して
いくが、知的障害者及び精神障
害者も募集対象に加える。雇用
形態等の検討、精神障害者の業
務内容等の研究を進める。

知的障害者及び精神障害者も対
象に加えて正規職員の募集を
行ったが、採用には至らなかっ
た。
また、令和２年度からの障害者
ワークステーションの運用に向
け、パートタイム会計年度任用
職員としての障害者雇用に関す
る研究や、その業務に関する庁
内調整を行った。

○ ○

障害者の募集を積極的に行ったこ
とにより、法定雇用率を達成する
ことができている。
今後は、知的障害者や精神障害者
が働きやすい職場となるための体
制整備や各種取り組みが必要とな
る。

令和元年度においては法定雇用率
を達成しているが、今後法定雇用
率の上昇が予定されており、また
職員の増員による雇用率の算定の
基礎となる職員数が増加するた
め、法定雇用率の達成が困難とな
る見込みである。
従って、法定雇用率を達成するた
めには、障害者の積極的な採用活
動を行うとともに、障害者が働き
やすい職場となるための体制整備
や各種取り組みが必要となる。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

人事課

№110

自主製品の購入、市業務の委託
障害者優先調達推進法に基づき、市立保育
園におけるおやつとして自主製品を購入
し、利用者の工賃アップを支援します。ま
た、ペットボトル、ビンの選別作業等の市
業務の一部を障害福祉施設へ委託します。
そして、自主製品の紹介用一覧を自立支援
協議会の協力のもと作成し、広報・啓発活
動に努めます。

(追加事項)障害福祉課も物品購
入又は役務の委託に努める。

年度の目標を設定し、達成に努
めた。また、障害福祉課も物品
購入を行った。
※実績
H30年度
    物品  3,103,850円
    役務 13,057,465円
R元年度
    物品  3,019,090円
    役務 13,952,552円

○ ○

障害者優先調達推進法に基づき、
障害福祉課ほか各課で物品購入又
は役務の委託を実施した。令和元
年度はあんぷくまつり実行委員会
として参加各事業所の生産品（食
品）を購入した。

障害者優先調達推進法と調達方針
の趣旨の周知・啓発活動に努め、
引き続き事業を継続していく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№111

就労系サービスの充実と事業者の質の確保
一般企業等での就労が困難な人の就労機会
や生産活動の場として、就労系サービスの
新規事業者の参入や事業の拡大を促進しま
す。また、企業等に対し就労系サービス事
業者への作業の発注を働きかけます。な
お、事業者に対して、その質の確保を図る
とともに、障害者差別解消法等の周知を図
り、作業環境の改善を促進します。

自立支援協議会担当者会での参
入や拡大の働きかけや勉強会な
どで質の向上に努める。

R1から安城商工会議所と連携
し、障害者雇用を考える企業向
けのセミナーを開始した。障害
者雇用の支援制度、障害者受け
入れ時の注意等周知を図った。

○ ○
自立支援協議会の活動を通じ、関
係団体や機関との連携が少しずつ
広がってきている。

引き続き、自立支援協議会の活動
を通して質の向上に努めるととも
に、ネットワークを広げ就労機会
の拡大に努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

自立支援協議会担当者会におい
て連携

相談支援事業所を中心にして各
担当者会において連携を図っ
た。

○
相談支援事業所を中心となり自立
支援協議会各担当者会と特別支援
学校との連携を図った。

引続き、自立支援協議会じどうグ
ループ及びそうだんグループを中
心に連携を図る。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

卒業後の進路選択の支援につい
て学校と連携して進める。

保護者会（地区別懇談会）へ参
加し、進路について考える会を
自立支援協議会と連携し開催し
た

○
保護者会（地区別懇談会）や進路
について考える会を定着させた

保護者会（地区別懇談会）へ参加
することで保護者自身が考える機
会となる。進路について考える会
で顔が見える関係ができ見学がし
やすくなる。また、事業所が一同
に会するため選択肢が広がる結果
となっている。今後も継続してい
く

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

市役所食堂にて販売場所の確保
令和元年度はこすもす畑、ぬく
もり福祉会の2団体が販売した。

○
自主製品の販路拡大のため、市役
所食堂での販売場所を提供した。

今後も継続して事業を行い、働く
場所の確保や販路拡大に努める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

若者の自立・就労支援施設によ
る受け入れや中心市街地におけ
る商店街の空き店舗の情報提供

市ホームページにより空き店舗
補助金について周知した。

○ 概ね達成した。
障害者計画における空き店舗補助
金の事業効果は不明。

３：継続
（現状維
持）

商工課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

自主製品販路拡大への支援
障害のある人の働く場の確保や、就労系
サービス事業所の自主製品販路拡大のた
め、必要に応じて商店街の空き店舗等の情
報を提供します。また、市役所等において
も、展示・販売の場を提供します。

学校と相談支援事業所の連携
特別支援学校等の卒業生が、必要な就労支
援が得られ、適切なサービスの選択ができ
るよう、学校と相談支援事業所が連携しま
す。

２
　
福
祉
的
就
労
の
支
援

№112

№113
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№114

募集情報の提供、職業相談の実施
公共職業安定所と連携し、人材募集情報の
提供や職業相談を実施します。 継続実施

令和元年度も就労相談員を１名
配置し、就労相談や企業への取
り次ぎを行った。（№103と同
様）

○ ○

就労相談員が窓口となり、相談者
の方に情報提供や企業への取次、
就労に関しての相談を聞くことが
できた。

引き続き事業を継続し、就職を希
望すつ障害のある人の雇用促進に
取り組む。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№115

就労相談の推進
就労相談員による職場開拓や就労相談を推
進し、職場との連携を図りながら、一般就
労への支援や職場への定着を支援します。

就労相談員による就労相談や必
要に応じた企業への訪問の実施

ハローワークと連携し、障害者
就職面接会等による一般就労へ
の支援を行った

○ ○
ハローワークとの連携に加え、商
工会議所と連携して、会員向けに
雇用セミナーを実施した。

就労相談員による職場開拓や就労
相談を継続しいく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№116

障害者就業・生活支援センターの利用促進
就業とそれに伴う日常生活上の支援を行う
障害者就業・生活支援センターの利用が促
進されるよう、新たに開設されたセンター
の周知に努めます。

障害者就業・生活支援センター
の周知に努める。

相談者に対し、必要に応じ障害
者就業・生活支援センター周知
を行った。

○ ○
障害者、障害者を雇用する企業か
らの相談に対し、障害者就業・生
活支援センターを案内した。

障害者就業・生活支援センターの
利用希望者が引き続き適切なサー
ビスが受けられるよう、運営主体
である愛知県に働きかけていく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№117

仲間づくりの推進
創業・起業等に向けて、障害のある児童生
徒の保護者の仲間づくりを、特別支援学校
等と連携しながら進めます。

特別支援学校等連絡会議へ出
席。

岡崎特別支援学校の連絡会議に
出席した。

○ ○
特別支援学校の連絡会議に出席
し、連携を図った。

今後も特別支援学校等連絡会議に
出席し、連携して仲間づくりの推
進に取り組む。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

就労講演会を就労担当者会と連
携して開催する。

・令和元年度は大見工業、でん
まぁと安城北部の障害者雇用の
取り組み講演してもらった。
・令和元年度障害者の就労は67
名

○
令和元年度は就労講演会を商工会
議所と自立支援協議会就労担当者
会とが連携して開催を行った。

今後とも自立支援協議会と商工会
議所とが連携して就労講演会等を
開催する。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

商工会議所や金融機関と連携し
た支援や専門家による指導
信用保証料補助制度やチャレン
ジ融資利子補給制度を紹介

各種セミナー、支援制度を実施
した。

○ 概ね達成した。

障害者の創業ニーズは低い。
平成29年10月に安城ビジネスコン
シェルジュを開設し、障害の有無
に関わらず、創業・起業支援を開
始した。

３：継続
（現状維
持）

商工課

必要に応じて設立支援のための
補助制度の検討。

令和元年度について実績はあり
ません。

－ 数年間補助制度の対象がない

平成18年の障害者自立支援法施行
後、一定の要件を満たす小規模作
業所は法定事業実施が可能となっ
たため、障害者福祉計画等に基づ
くサービス見込み量を踏まえ、そ
の後の障害者総合支援法等に基づ
く事業に取り組む法人等支援に移
行。

４：継続
（縮小）

障害福祉課

若者の自立・就労支援施設によ
る受け入れや中心市街地におけ
る商店街の空き店舗の情報提供

市ホームページにより空き店舗
補助金について周知した。

○ 概ね達成した。
障害者計画における空き店舗補助
金の事業効果は不明。

３：継続
（現状維
持）

商工課

特定健康診査等の実施と、特定
健康診査後の指導の実施

継続
特定健康診査及び特定保健指導
の実施、後期高齢医療健康診査
の実施

○

特定健康診査、特定保健指導及び
後期高齢者健康診査を実施し、疾
病予防等に役立てることができ
た。

継続して実施する。
３：継続
（現状維
持）

国保年金課

継続実施 実施済 ○
健康診査、特定保健指導等を実施
した。
受診率の向上を目指す。

引き続き、特定健康診査等を実施
し、健康づくりを支援する。

３：継続
（現状維
持）

健康推進課

３：継続
（現状維
持）

４：継続
（縮小）

３：継続
（現状維
持）

○

－

○

第
６
章
　
保
健
・
医
療

１
　
障
害
の
原
因
と
な

３
　
就
労
相
談
・
情
報
提
供

№118

(1)
相
談
支
援
体
制
の
充
実

特定健康診査等の実施
生活習慣による疾病予防や、疾病が進行し
障害となることを防ぎ、健康づくりを支援
するため、特定健康診査や後期高齢者医療
健康診査を実施します。特定健康診査後
は、健診結果により、特定保健指導等を実
施します。

商工会議所等との連携とノウハウの提供
障害のある人の創業・起業を支援するた
め、商工会議所等と連携し、ノウハウの提
供を行います。

小規模作業所等の設立支援
障害のある人の就労へのニーズに対応する
ため、保護者、社会福祉法人、ＮＰＯ法人
等による小規模作業所等の設立に対して、
空き店舗等の活用を含め、身近な場所にお
けるサービス拠点の整備を支援します。

(2)
創
業
・
起
業
等
の
支
援

№119

№120

(1)
生
活
習
慣
病
予
防
と
こ



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

特定健康診査等の普及啓発を図
る。

継続
広報あんじょうや市ウェブサイ
トに啓発記事を掲載。また、特
定健康診査未受診者に受診勧奨
通知を送付した。

○

特定健康診査等の普及啓発を実施
できた。現状よりもさらに普及さ
せるために、効果的な啓発を行っ
ていく必要がある。

継続して実施する。
３：継続
（現状維
持）

国保年金課

継続実施 実施済 ○
対象者へ周知を図った。
受診率の向上のために周知を続け
ていく。

引き続き、健康診査の周知をし、
受診を促す。

３：継続
（現状維
持）

健康推進課

継続実施 実施済 ○

H30年度に自殺対策計画策定。
計画概要版を作成し、ゲートキー
パーの啓発、相談機関を周知して
いる。

積極的にゲートキーパーの養成を
すすめ、合わせて相談機関を周知
していきます。

２：継続
（拡充）

健康推進課

保健所等から配布される資料や
地域活動支援センターのチラシ
の設置。

今年度も保健所等からの配布資
料を窓口設置した。

○
窓口・事務室付近のラック等に設
置して周知した。

ポスター、チラシの掲示・設置は
窓口、廊下沿いの来庁者に見やす
い位置で設置できているので、管
理や配置に配慮して継続していき
たい。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

改正された介護保険制度の下、
介護予防事業の普及啓発を行
い、介護予防事業等を実施しま
す。

一般介護予防事業として、町内
健康体操教室、各福祉センター
でのスッキリシャッキリ体操等
を実施しました。また、生活支
援コーディネーターによる地域
のサロン活動の支援を実施して
います。

○

総合事業における一般介護予防事
業の実施、生活支援体制整備事業
の実施により、介護予防に資する
通いの場を充実させることができ
た。

今後ますます介護予防の必要性が
高まることから、現在の事業を継
続して実施していく。

３：継続
（現状維
持）

高齢福祉課

介護予防の実施。
高齢者向けの介護予防講座を実
施するとともに、４０歳から参
加できる介護予防を開催した。

○

町内健康体操健康教室の実施会場
を増やすことができた。
高齢者介護予防講座を開催し、参
加者が増加した。

現行事業を継続するともに、４０
歳から参加できる事業を継続及び
拡充をしていく。

２：継続
（拡充）

社会福祉協
議会

事業所などを介して働きかけ
る。

窓口応対時や事業所等からの働
きかけを行った。

○ 窓口応対等で働きかけを行った。
引き続き、かかりつけ医をもつよ
う働きかける。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

継続実施 実施済 ○
広報あんじょう9/1号折込チラシ
にて、かかりつけ医を持つよう働
きかけた。

引き続き、かかりつけ医をもつよ
う働きかけていきます。

３：継続
（現状維
持）

健康推進課

№125

入院中の院内における支援の実施
知的障害等のある人が入院したときに、普
段から障害のある人を理解しているサービ
ス提供事業者が支援員を派遣し、医療施設
内での意思の疎通を図るサービスについ
て、意思疎通支援事業として実施します。

事業開始

平成30年度まで実績がないため
入院時コミュニケーション支援
事業要綱はH31.3.31付けで廃
止。また、国の制度(サービス)
でH30年度から代替で実施。

－ －

平成３０年度障害福祉サービス等
報酬改定により、障害支援区分６
の者については入院中も「重度訪
問介護サービス」においてコミュ
ニケーション支援も行うことがで
きるようになったため、制度の周
知に努める。

７：事業
廃止

７：事業
廃止

障害福祉課

更生医療、育成医療の適正な実
施

令和元年度も引続き自立支援医
療を適正に実施した。

○
更生医療、育成医療について毎年
適正に給付している。

引続き、適正に実施する。
３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

精神通院医療費助成の適正な実
施

継続
精神通院にかかる申請を県に進
達し、認定後交付した。
精神通院にかかる医療費の一部
を助成した。

○

助成者数、助成額とも大きく伸び
ている。年度更新の必要があり、
受給者にも負担となっているが、
受給者が増える現状では、事務負
担がかなり大きい。

継続して実施する。
自己負担限度額分の市単独助成に
ついては、自立支援の普及や障害
者雇用の普及が進めば不要と考え
ており、社会情勢により見直して
いきたい。

３：継続
（現状維
持）

国保年金課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

○

○

療 な
る
疾
病
の
予
防

２
　
医
療
サ
ー

ビ
ス
の
実
施

(2)

自

立

支

援

医

療

と

医

療

費

の

助

成

こころの健康づくりの推進
社会的なストレス要因の増加に対応するた
め、こころの健康について知識の普及や相
談サービス等の情報を提供します。

自立支援医療の実施
心身の障害の状態の軽減を図り、自立した
日常生活や社会生活を営むため、必要な医
療（更生医療、育成医療、精神通院医療）
費を給付します。

かかりつけ医の促進
身近な医療機関で継続して受診できる、か
かりつけ医を持つよう働きかけます。

№122

健康診査の受診の促進
特定健康診査や後期高齢者医療健康診査の
周知を図り、健康診査の受診を働きかけま
す。

№121

高齢者の生活機能の維持向上
高齢者の生活機能の低下を予防するため、
介護保険制度による介護予防事業等を実施
します。

№124

№126

(2)
介
護
予
防
の
推
進

(1)
地
域
医
療
の
促
進

№123

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
の
推
進
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別
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施策

推進

施策
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担当課
評価

施策
評価
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担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

№127

医療費の助成
障害のある人の医療費軽減のため、障害の
程度により、障害者医療として医療費の助
成を実施します。

障害者及び精神障害者の医療費
助成の適正な実施

継続
一定の障害のある人へ、医療費
助成を行った。
精神通院にかかる医療費の一部
を助成した。

○ ○

助成者数、助成額とも伸びてい
る。障害福祉課からの案内方法を
改良してきたことにより、受給資
格に該当しながら助成を受けてい
ない人が減少していると考えてい
る。

継続して実施する。
３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

国保年金課

№128

難病患者の医療費助成に関する情報提供
難病患者への医療費助成の制度変更につい
ては、関係機関と連携して情報提供に努め
ます。

保健所等から配布される資料を
通じて情報提供の実施

衣浦東部保健所等から配布され
る資料の窓口設置を行い､情報提
供を行った。

○ ○
窓口・事務室付近のラック等に設
置して周知した。

ポスター、チラシの掲示・設置は
窓口、廊下沿いの来庁者に見やす
い位置で設置できているので、管
理や配置に配慮して継続していき
たい。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

自立支援協議会の活用と児童発
達支援センター整備による障害
児相談支援の充実

自立支援協議会の相談支援担当
者会において協議を行い、連携
強化・充実に繋げた。

○
自立支援協議会の相談支援担当者
会において協議を行い、連携強化
を行った。

子ども発達支援センターの職員が
自立支援協議会共生のまち部会等
に参加し、障害児相談支援の充実
を図る。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

自立支援協議会を通して、相談
支援事業所間、相談支援員間の
ネットワーク強化に努める。

市内の相談支援事業所をそれぞ
れ3回訪問した

○
事業所を訪問することで顔の見え
る関係が構築され、連携がしやす
くなった。

事業所訪問の継続とともにそこか
ら見えてきた課題を協議、検討し
ていく必要がある。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

地域包括支援センターにおいて
障害を持つ高齢者及び家族に障
害を持つ人がいる高齢者の相談
に応じます。

地域包括支援センターと障害
サービス事業所との交流会を通
じ、互いの制度の理解に努めま
した。

○

包括支援センターにおいて、高齢
の障がい者の相談には既に応じて
いますが、8050問題など、世帯困
難事例を把握した場合は、障害福
祉課と連携し解決に努めていま
す。
課題として、障がい者として認定
されていないが、何らかの精神障
がいを持っている非高齢者への支
援をどこが行うのかという狭間の
問題があります。

引き続き地域包括支援センターに
おいても障害への理解、連携が深
められるよう交流会や事例検討を
実施していきます。

３：継続
（現状維
持）

高齢福祉課

№130

相談支援事業所への補助
相談支援事業所に対しては、引き続き市独
自の補助を行うことにより、ニーズに応じ
た計画作成の確保を図ります。

補助事業の継続実施
令和元年度計画相談支援等事業
運営費補助金実績
合計14,900,000円（6事業所）

○ ○
計画相談支援等事業運営費補助事
業を行った。

引続き、市内相談支援事業所へ補
助を行い、計画相談、サービス等
計画書作成の確保を行う。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

相談支援事業所へ研修への参加
案内の周知や相談員の各種研修
への参加

相談支援事業所宛の研修案内が
県等からあったものを事業所に
周知し、必要に応じて研修員は
研修に参加した。

○

県等からの研修への参加案内を各
相談支援事業所に周知し、必要に
応じて相談員に各種研修に参加し
てもらった。

県等からの研修への参加案内につ
いて、相談支援事業所に周知し、
積極的な参加を促す。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

研修会に積極的に参加するとと
もに、相談支援事業所に向けて
の勉強会を行う。

主任相談員や現任者研修に参加
した

○

資質向上のため月1回事例検討を
他係に参加を呼びかけ行った。
ファシリテーター育成のための研
修会に参加した。

事例検討のファシリテーターの育
成は今後も必要と考える。
事例検討会については、相談担当
者会でも行えると良いと考える。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№132

手帳を所持していない障害のある人への対
応
発達障害、高次脳機能障害、精神疾患、難
病等で、障害者手帳を取得していない人に
対しては、手帳を取得できる場合があるこ
とや、手帳がない場合にも医師の診断書が
あれば利用できるサービスがあることの周
知を図ります。

相談時における周知やホーム
ページでの周知

ウェブサイトでの周知に加え、
窓口の相談時に必要に応じ周知
を図った。
また、身体障害者手帳について
は、周知のため案内チラシを作
成し、社会福祉協議会等へも配
布した。

○ ○

手帳を所持していない発達障害、
高次脳機能障害、精神疾患、難病
等の方に障害福祉サービスを支給
した。

ウェブサイトや、窓口など様々な
媒体、機会を活用して図る。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

１
　
相
談
・
情
報
提
供
の
充
実

相談支援事業の充実
基幹相談支援センター（ふれあいサービス
センター）を核とした相談支援ネットワー
クを強化し、訪問相談等について自立支援
協議会で検討します。
高齢で障害のある人には、在宅介護支援セ
ンター、地域包括支援センターにおいても
相談に応じます。
障害児相談支援については、「（仮称）子
ども発達支援センター」の整備にあわせて
充実を図ります。
なお、高い専門性を必要とする内容につい
ては、保健所や発達障害者支援センター等
専門相談機関へつなげていきます。

相談支援担当者の専門性の向上
相談支援事業所や市の担当者の専門性の向
上のため、研修への参加を促進します。

№131

№129

(1)
相
談
窓
口
の
充
実

第
７
章
　
相
談
・
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報
提
供
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№133

障害のある避難行動要支援者の把握
避難行動要支援者支援制度を活用し、町内
福祉委員会による日ごろからの支援を通じ
障害のある人の状況把握に努めます。

障害のある人の状況把握の実施

社会福祉協議会が実施する見守
り活動推進事業を通じて、市内
の全76町内福祉委員会で状況の
把握に努めました。

○ ○
社会福祉協議会の支援を受け、全
76の町内福祉委員会で見守り活動
を展開できるようになった。

全町内福祉委員会での見守り活動
が継続して行われるよう支援して
いく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

社会福祉課

広報へ各種情報の掲載
今年度も継続して広報へ各種情
報を掲載した。

○
継続して、広報あんじょうなどを
活用して行事、福祉サービスなど
の情報を行った。

引き続き様々な媒体を活用し情報
提供を行う。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

声の広報の継続実施を行うとと
もにアクセシビリティに配慮し
たウェブサイトづくりを目指し
ます

声の広報を実施した。また社協だよ
りにＱＲコード掲載しウェブサイト
へのアクセシビリティが向上した。

○

声の広報を継続し情報弱者への配
慮に努めた。Ｈ３０年にウェブサ
イトを全面更新し、アクセシビリ
ティを向上させた。

情報弱者への配慮を継続する。引
き続き情報弱者に配慮したウェブ
サイトづくりに努める。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№135

利用しやすいウェブサイトの充実
誰でも情報を探しやすく見やすいウェブサ
イトづくりに引き続き努めます。また、障
害のある人からご意見をいただきながら、
障害者にとって利用しやすいウェブサイト
づくりに努めます。

継続実施
利用のしやすさ及び質の向上に
努める

継続
ウェブアクセシビリティに関す
る職員研修の実施、音声による
広報ページの作成等

○ ○

障害のある人からご意見をいただ
きながら、利用しやすいウェブサ
イトづくりを行いました。また、
広報紙の音読データのウェブサイ
ト掲載を継続して行いました。

利用しやすいウェブサイトの充実
誰でも情報を探しやすく見やすい
ウェブサイトづくりに引き続き努
めます。また、障害のある人から
ご意見をいただきながら、障害者
にとって利用しやすいウェブサイ
トづくりに努めます。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

 秘書課

声の広報継続実施
令和元年度もひびきの会に依頼
し、声の広報を継続実施した。

○
音訳ボランティアひびきの会の協
力により、継続的に声の広報の作
成をすることができた。

今後も事業を継続していく。
３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

音訳や点訳を希望される方の相
談に対応し、ボランティアによ
る支援につなげます。

視覚障がい者向けの資料作成の
依頼を関係団体につないだ。

○
音訳や点訳活動が行いやすいよう
に支援を行い、相談があった際に
は団体へつないだ。

今後も音訳及び活動の支援を行っ
ていく。また相談があった際は関
係団体につないでいく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№137

ガイドブック等の作成・配布
障害のある人に関わるさまざまなサービ
ス、制度等についてまとめたガイドブック
やサービス事業者マップを作成し、配布し
ます。

定期的な更新の実施

・愛知県福祉ガイドブックを購
入し窓口配布した。(710部)
・障害児･者別の事業者マップを
作成し窓口配布した。(計1,100
枚)

○ ○

障害者手帳の交付時や窓口での相
談の際、ガイドブック等を配布
し、福祉サービスの周知を行っ
た。

引き続き事業を継続し、各種福祉
サービスの周知に努める。安城市
民向けのガイドブックを作成し、
より安城市民にわかりやすい案内
が可能にできるよう努める。

２：継続
（拡充）

２：継続
（拡充）

障害福祉課

№138

意思疎通支援者の派遣
手話通訳者、要約筆記者の意思疎通支援者
の派遣を行います。なお、専門性の高い意
思疎通支援者の派遣や調整の困難な広域的
な派遣については県の事業となることか
ら、円滑な対応に努めます。

事業の継続実施

令和元年度も引続き、手話通訳
者･要約筆記者を派遣した。
・手話通訳者：のべ391名
・要約筆記者： 58名

○ ○

派遣依頼件数は横ばいもしくは増
が続いていたが、登録者の減少が
続き、要約筆記者は令和元年度大
幅減となった。手話通訳者や要約
筆記者の高齢化も今後と課題と
なった。

現在は手話通訳者・要約筆記者の
登録者確保が最大の課題となって
おり、県・市社協の講座から、資
格取得に進んだ志望者に登録を働
きかける等、登録者増を推進した
い。また、緊急時や休日対応をど
のようにしていくか今後、検討し
ていく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№139

意思疎通支援者の技術・知識の向上と手話
奉仕員の養成
意思疎通支援者の技術および知識の向上を
目的とした研修の開催、県等の開催する研
修への参加を促進します。また、手話奉仕
員の養成については、社会福祉協議会に養
成講座を委託するとともに障害者団体との
連携により推進します。

養成講座の実施

元年度も社協に手話奉仕員養成
を委託し、手話奉仕員養成講座
を年40回開催し、受講人数20
名、修了人数12名であった。(委
託料638,000円)

○ ○

年20回の講座を2回実施していた
際は、抽選になる程申込があった
が、年40回の講座にして以降、参
加者が減少傾向にある。今後は、
参加のしやすさと技術の向上の両
立を目指していく必要がある。

新規に技術を学びたいという支援
者を増やす。また、講座修了後も
技術を磨き、支援者として活躍し
ていけるようにすることを目指
す。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№140

意思疎通支援事業の拡充
意思疎通支援事業については、あらゆる障
害のある人に対する支援が可能であり、対
象者や援助内容についての見直しを行い、
事業の拡充を図ります。

手話要約筆記に加え、意思疎通
に必要な支援内容を検討するほ
か、対象者の範囲について検討
し、その支援者の確保に努め
る。

市役所内の各課に周知し、情報
保障の拡充に努めた。
また、筆談ボードを窓口業務の
ある課へ配布した。

○ ○
筆談ボードを窓口業務のある課へ
配置ができた。

窓口業務のある課へ筆談ボードの
活用方法を周知し、窓口での意思
疎通に活用してもらう。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

２
　
意
思
疎
通
支
援
体
制
の
充
実

(1)
意
思
疎
通
支
援
事
業
等
の
充
実

№134

声の広報・点訳事業等の実施
「広報あんじょう」を音訳した声の広報を
継続するとともに、希望の書籍をボラン
ティアにより点訳や音訳する事業等を支援
します。

広報等による情報提供の充実
市や社会福祉協議会の広報紙等により各種
の情報を提供するとともに、音声コード読
み上げ装置等の活用について検討します。

№136

(2)
情
報
提
供
の
充
実



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
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Ｈ２７～Ｒ元年度
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次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

更新はせず、必要に応じて社会
福祉協議会を案内します。

経年劣化により廃棄済 －
経年劣化した機器の更新はせず、
必要に応じて社会福祉協議会を案
内した。

社会福祉協議会に案内することで
事業を継続する。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

社会福祉会館と桜井福祉セン
ターにて、必要な団体に対し、
無償で貸出を行います。

１件の貸出に対応した。 ○
移動型磁器ループの貸出を継続し
てきた。

貸出件数が少ないが必要性がある
ため、貸出を継続するとともに、
使用方法について職員間で共有し
ていく。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№142

障害者パソコン講座の実施
障害のある人を対象としたパソコン講座を
開催し、パソコンの利用促進を図ることに
より、障害のある人の主体的な情報収集能
力を高めます。

総合福祉センターで障害者対象
のパソコン講座を開催する。

パソコンボランティア等を講師
に招き、講座を開催できた。

○ ○

講座によりパソコンの技術を障害
者に伝える機会ができた。時代の
変遷とともに、スマートフォンな
ど多様な情報収集手段に対応して
いく必要がある。

パソコン講座だけに捕らわれず、
障害者の主体的な情報収集を支援
できる企画を検討していく。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№143

日常生活用具（情報・通信支援用具）の利
用促進
日常生活用具である視覚障害者用パソコン
ソフトや上肢障害者用パソコン周辺機器
の、給付制度を周知し利用を促進します。

広報等で周知し、適正な給付に
努める。

手帳交付の際、日常生活用具一
覧を渡し周知している。

○ ○
広報等で周知し、適正な給付に努
めた。

引き続き広報等で周知し、適正な
給付に努める。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

№144

障害を理由とする差別解消のための啓発
市民に障害者差別解消法の趣旨や内容につ
いて周知徹底を図るため、パンフレットや
ポスター等の作成・配布、ホームページで
の掲載を実施します。また、障害者差別解
消支援地域協議会について、県、圏域の動
向を踏まえ、設置について検討します。

周知内容の検討・HP掲載

令和2年1月21日から23日の間
に、障害を理由とする差別解消
のための研修を、市全職員に対
して実施した。また、引き続き
安城市ホームページで障害者差
別解消法の趣旨や内容を掲載
し、周知を行った。

○ ○
平成28年4月1日に自立支援協議会
に障害者差別解消支援地域協議会
の機能を設置した。

引き続き事業を継続し、啓発活動
を行う。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

法施行にあわせ、ＰＲの実施。

6月の民生委員勉強会、11月の碧
海信用金庫の窓口職員向け研修
会で講演し、周知を行った。
盲導犬を連れた障害者からの意
見を受け、市内へそうした障害
者の入店・入場に配慮を依頼し
た。

○
広報への記事掲載、民生委員勉強
会、市内企業（碧海信用金庫）向
け研修等で、周知を図った。

障害に対する理解の促進、差別や
偏見の解消は一朝一夕に進むもの
ではないため、定期的に行う広報
あんじょうなど様々な媒体を活用
した情報発信、研修、行事等の機
会をとらえて、引き続き広報・啓
発活動に努める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

市ホームページ等を通じた法制
度の周知

市ホームページにより周知した ○ 概ね達成した。 引き続き継続が望ましい。
３：継続
（現状維
持）

商工課

社会福祉協議会へ補助を行い、
事業の継続実施を支援する。

社会福祉協議会運営支援事業(福
祉サービス利用援助事業)補助を
行い、事業支援した。

○
社会福祉協議会運営支援事業(福
祉サービス利用援助事業)補助を
行い、事業支援した。

引き続き事業支援を行っていく。
３：継続
（現状維
持）

社会福祉課

事業の周知とサービスの提供を
行います。

講演会で制度の周知を図った。
また契約者へ必要な支援を行っ
た。

○

福祉関係機関からの問い合わせも
多く、今後も制度の主旨等につい
て積極的に周知していく必要があ
る。

制度の周知を継続する。また認知
症高齢者などの増加に伴い契約者
の増加が見込まれるため、契約者
に適切な支援を行うため職員の人
材育成を行う。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

○

○

○

№145

３
　
権
利
の
擁
護

№141

移動型磁気ループの貸し出し
会議等において、聴覚障害のある人の補聴
器の聞き取りを改善するための磁気ループ
（移動型）の貸し出しを行います。

日常生活自立支援事業の促進
障害のある人や認知症高齢者等判断力が十
分でない人が、安心してサービスを受ける
ことができるよう、社会福祉協議会で実施
している日常生活自立支援事業を支援しま
す。

職場における合理的配慮の提供義務等の周
知（№105再掲）
改正障害者雇用促進法、障害者差別解消法
等の施行を踏まえ、法に盛り込まれた、障
害のある人への差別の禁止や合理的配慮の
提供義務について広報・啓発に努めます。

(2)
Ｉ
C
Ｔ
へ
の
対
応

(2)
権
利
擁
護
の
推
進

(1)
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進

№146



分野

別

基本

施策

推進

施策
番号 事業・取り組み 令和元年度の目標 令和元年度の成果

担当課
評価

施策
評価

Ｈ２７～Ｒ元年度
５年間の成果と課題

次期計画へ向けての
事業の方向性

担当課
５年間評

価

施策
５年間評

価
担当課

法定後見の継続実施と社会福祉
協議会へ補助を行い、事業の継
続実施を支援する。

成年後見が必要な障害者に対
し、市長申立てを行うとともに
社会福祉協議会の法人後見等受
任にかかる費用補助を行った。
令和元年度は2件の市長申立てを
行った。

○

必要とする人が成年後見等を受け
られるよう支援を行った。高齢化
や家族の形の変化により、今後よ
り一層ニーズが高まると考えられ
る。

国の成年後見制度利用促進基本計
画の趣旨を踏まえ、成年後見制度
利用促進を図るために必要な施策
を講ずる。

２：継続
（拡充）

障害福祉課

低所得等の理由により適切な後
見人が得られない人を対象に、
法人後見の受任を行います。

関係機関と連携しながら適切に
受任者の後見業務を行った。

○

安定的に受任者の後見業務を行い
ながら、新規相談時には専門職の
助言を受け対応したが、今後は相
談業務の在り方を整理する必要が
ある。

法人としての後見業務を適切に行
う。また弁護士や司法書士による
後見制度市民相談会等を実施し、
後見支援センター機能の充実を図
る。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

事業の継続実施（障害福祉課分
のHP作成）

・引き続き障害福祉課ウェブサ
イト｢その他のサービス｣の中に
掲載し周知啓発している。

○

継続的にウェブサイトで成年後見
制度の周知を図った。また、社会
福祉協議会とも協力し、周知啓発
を行うことができた。

成年後見制度支援事業についても
市民に広く周知できるよう啓発活
動に努める。

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

社協広報紙への特集記事の掲載
や講演会を開催します。

広報紙やホームページで周知を
行った。また年2回講演会を開催
した。

○
成年後見人の必要性と共に市民の
関心も高まり、講演会参加者や相
談者が増加してきた。

市民の問い合わせに答えられるよ
う、成年後見制度のほか、市民後
見人など関係の制度についても案
内できるよう人材育成に努める。

３：継続
（現状維
持）

社会福祉協
議会

№149

虐待等の防止
障害のある人に対する虐待の未然防止や早
期発見に向けて、市民、企業等への啓発に
努めます。
また、虐待に関する情報提供があった場合
には、障害者虐待防止センター（障害福祉
課）を中心にケース検討を行い、早期対応
を図ります。

ホームページ掲載及び必要に応
じケース会議の開催

・引き続き障害福祉課ウェブサ
イトで｢障害者虐待防止法につい
て｣記事掲載し周知啓発してい
る。
・令和元年度は20件の相談･通報
があり、虐待認定した件はな
かった。

○ ○

虐待についての法改正以後、障害
福祉課が介入・関与する回数が大
幅に増えた。通報を受けた後の早
急な本人の安否確認など負担が増
えた一方で係の人員数は変化がな
く、また高齢者、家庭内暴力等に
比べ分離などの取りうる手段が依
然として乏しい。

今後も虐待通報、相談は増加が見
込まれるため、市内福祉団体との
協力を進めたい。
虐待に関する情報提供後の安否確
認や支援の全体の流れを整理する
必要がある。

３：継続
（現状維
持）

３：継続
（現状維
持）

障害福祉課

２：継続
（拡充）

３：継続
（現状維
持）

○

○

成年後見制度等の周知
成年後見制度の周知を図るとともに、社会
福祉協議会が実施している日常生活自立支
援事業についても周知に努めます。

№148

成年後見支援事業の実施
身寄りがない等当事者による申立てができ
ない場合は、市が代わって法定後見（後
見・保佐・補助）開始の審判の申立てを行
います。また、社会福祉協議会では、成年
後見制度の啓発や相談を行うほか、低所得
者のための法人後見を行います。№147


